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明るい未来は私たちの手で…
　～18歳から選挙権！～
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友
さ
ん

みんなに愛されて市制施行10周年
P３に関連記事



中央公民館
神埼市立図書館

監査事務局 ☎37　0109

企画課

〃

〃

情報管理係 ☎44　2112

ダム対策課

ダム対策課分室

☎37　0103

☎53　2304

歴史文化推進室 ☎37　0153

☎37　0088
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（平成28年２月末日現在）

●人　口　32,232人（対前月－８人）

　　　　   （男／ 15,431人　女／ 16,801人）
●世帯数　11,479世帯（対前月＋５世帯）

平日　８：30 ～ 17：15

　※毎週火曜日は、市民課窓口は19時まで受付。（本庁のみ）

・「よかね神埼」ぶんぶんテレビの15分番組

　毎月第３・４週

　８：30 ～、12：30 ～、17：45 ～、21：35 ～

・「ＭＹ ＤＥＡＲ 神埼」ＦＭ佐賀 毎週水曜日　12：00 ～

　
神
埼
市
市
制
施
行
10
周
年
を
記
念
し
て
、
３
月

20
日
、
神
埼
市
中
央
公
民
館
で
式
典
を
開
催
し
ま

し
た
。

　
市
と
同
じ
10
歳
の
市
内
小
学
４
年
生
が
、﹁
Ｍ
Ｙ�

Ｄ
Ｅ
Ａ
Ｒ�

神
埼
﹂
を
元
気
に
合
唱
。
こ
の
日
の
た

め
に
、
学
校
で
一
生
懸
命
練
習
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
旧
神
埼
町
出
身
の
30
代
木
村
庄
之
助
こ

と
鵜
池
保
介
さ
ん
の
記
念
講
演
も
あ
り
式
典
に
華

を
添
え
ま
し
た
。

　
さ
ら
な
る
10
年
に
向
け
、﹃
自
然
と
歴
史
と
人

が
輝
く
未
来
都
市
・
元
気
か
ん
ざ
き
﹄
を
目
指
し
、

市
民
の
皆
さ
ん
と
心
を
一
つ
に
第
一
歩
を
踏
み
出

し
ま
し
た
。

今
月
の
表
紙

「
み
ん
な
に
愛
さ
れ
て
　

市
制
施
行
10
周
年
」

 　 　 ２日（土）、３日（日）

４月 ２日（土）、３日（日）

 　 　 ３日（日）

 　 　24日（日）

 　 　 ８日（金）～ 20日（水）

櫛田宮「みゆき大祭」

休日窓口開庁（午前中のみ）

さが桜マラソン2016

神埼市消防団入退団式

仁比山神社「大御田祭」
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明
る
い
未
来
は
私
た
ち
の
手
で 

�⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

４

神
埼
市
議
会
２
月
定
例
会 

�⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
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⋮

６

ま
ち
づ
く
り
市
民
活
動
を
支
援
し
ま
す
／
合
併
10

周
年
記
念
提
案
事
業
を
募
集
し
ま
す 

�⋮
⋮
⋮

７

さ
が
桜
マ
ラ
ソ
ン
２
０
１
６ 

�⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

８

市
役
所
の
組
織
が
変
わ
り
ま
す
／
市
内
に
定
住
さ

れ
る
方
を
支
援
し
て
い
ま
す
／
児
童
手
当
の
手
続

き
が
必
要
で
す
／
「
病
児
・
病
後
児
保
育
」
の
利

用
料
が
変
わ
り
ま
す 

�⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

９

介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ
／
巡
回
バ
ス
の
運
行
業

者
が
変
更
に
な
り
ま
す 

�⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

10

平
成
28
・
29
年
度
の
保
険
料
率
が
決
定
し
ま
し
た

／
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
に
な
り
ま
せ
ん
か 
�⋮

11

納
め
て
安
心
国
民
年
金
／
各
種
手
当
の
額
が
改
定

に
な
り
ま
す
／
４
月
１
日
か
ら
交
付
し
ま
す
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不
妊
治
療
費
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
／
風
し
ん
予

防
接
種
費
用
を
助
成
し
て
い
ま
す
／
し
尿
汲
み
取

り
料
金
を
改
定
し
ま
し
た 

�⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
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軽
自
動
車
税
の
税
額
が
変
更
と
な
り
ま
し
た
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男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か

／「
固
定
資
産
課
税
台
帳
」
の
縦
覧
・
閲
覧
が
で

き
ま
す
／
農
地
中
間
管
理
事
業
を
ご
利
用
く
だ
さ

い 

�⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

15

仕
事
や
生
活
の
悩
み
を
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
／

就
学
援
助
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
／
戦
没
者
等
の

遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
の
申
請
は
お
済
み
で

す
か 
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障
害
者
差
別
解
消
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
／
年
金

生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金 
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⋮
⋮
⋮

17

九
年
庵
春
の
一
般
公
開
／
櫛
田
宮「
み
ゆ
き
大
祭
」

／
仁
比
山
神
社
「
大
御
田
祭
」 

�
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

18

政
策
推
進
室
だ
よ
り 

�⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

19

物
産
館
情
報
／
水
車
の
里
遊
学
館
ギ
ャ
ラ
リ
ー
／

は
ん
ぎ
ー
ホ
ー
ル
行
事
予
定
表 
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⋮
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図
書
館
だ
よ
り 
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公
民
館
だ
よ
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い
き
い
き
大
学 
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健
康
コ
ラ
ム
／
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り
／

お
む
す
び
チ
ー
ム
か
ら
の
お
知
ら
せ 

�⋮
⋮
⋮

24

こ
ど
も
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
／
日
曜
祝
日
在
宅
当
番

医
／
国
民
健
康
保
険
運
営
委
員
を
募
集
し
て
い
ま

す 
�⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
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情
報
板 
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相
談 
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⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

28

市
政
施
行
10
周
年
記
念
式
典 

�⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
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ま
ち
の
話
題 
�⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮

30

行
政
ト
ピ
ッ
ク
ス 
�⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
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２
人
の
ふ
る
さ
と
神
埼 
�⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
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趣
味
あ
い
あ
い 

�⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
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34

給
食
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り
／
文
芸
コ
ー
ナ
ー
／
夜
の

市
長
室 
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⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
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35

あ
つ
ま
れ
！
か
ん
ざ
き
っ
子
／
輝
い
て
い
る
人
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千代田中学校３年

木﨑　茉友さん

作
者
コ
メ
ン
ト

　
私
は
、
以
前
か
ら
こ
の
市
報
か
ん
ざ
き
の
題
字

を
書
く
こ
と
に
挑
戦
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の

で
、
今
回
書
く
こ
と
が
で
き
て
と
て
も
う
れ
し

か
っ
た
で
す
。
七
年
間
書
道
を
習
っ
て
き
た
力
を

発
揮
で
き
る
よ
う
に
、
何
枚
も
練
習
し
て
納
得
の

い
く
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
今
年
は
受
験
が
あ
る
の
で
、
毎
日
の
学
習
の
積

み
重
ね
を
大
切
に
し
、
納
得
の
い
く
結
果
を
出
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
日
々
努
力
し
て
い
き
た

い
で
す
。

４ 

月
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明
る
い
未
来
は
私
た
ち
の
手
で
…

～
18
歳
か
ら
選
挙
権
！
～

《特集》

Ｑ
．
選
挙
権
年
齢
を
18
歳
以
上
に
引
き
下
げ

た
の
は
な
ぜ
？

Ａ
．
若
者
の
力
を
社
会
・
政
治
が
必
要
と
し

て
い
る
か
ら
で
す
！

　

日
本
は
少
子
高
齢
化
、
人
口
減
少
社
会
を
迎

え
、
日
本
の
未
来
を
作
り
担
う
存
在
と
し
て
10

代
の
政
治
参
加
を
促
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
若
い
人
の
考
え
、
声
を
政
治
に
届
け
、
若

者
に
向
け
た
施
策
を
実
現
す
る
た
め
、
選
挙
権

年
齢
を
引
き
下
げ
ま
し
た
。

Ｑ
．
選
挙
権
が
あ
れ
ば
投
票
で
き
る
の
？

Ａ
．〝
選
挙
人
名
簿
〞
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
と

投
票
で
き
ま
せ
ん

　

選
挙
人
名
簿
と
は
、
選
挙
権
の
あ
る
人
を
あ

ら
か
じ
め
登
録
し
て
お
き
、
投
票
の
と
き
に
本

人
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
、
二

重
投
票
な
ど
の
不
正
を
防
ぐ
た
め
の
制
度
で

す
。

　

選
挙
権
を
持
っ
て
い
て
も
、
実
際
に
選
挙
で

投
票
（
選
挙
権
の
行
使
）
す
る
た
め
に
は
、
市

町
村
が
作
成
し
て
い
る
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
た
め
に
は
、
満

18
歳
以
上
（
平
成
28
年
６
月
19
日
の
後
に
初
め

て
行
わ
れ
る
国
政
選
挙
か
ら
）の
日
本
国
民
で
、

引
き
続
き
３
ヶ
月
以
上
同
じ
市
町
村
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。

　

選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
は
、
毎
年
３
、
６
、

９
、
12
月
（
年
４
回
）
と
選
挙
前
に
行
わ
れ
ま

す
。
名
簿
の
登
録
は
、
住
民
基
本
台
帳
の
記
録

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
名
簿
に
正
し

く
登
録
さ
れ
る
た
め
に
、
住
所
の
移
転
等
の
届

け
出
は
き
ち
ん
と
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
．
投
票
は
ど
う
す
る
の
？

Ａ
．
入
場
券
を
持
っ
て
投
票
所
へ
行
き
ま
し
ょ

う
！

　

投
票
は
、
投
票
日
当
日
に
指
定
さ
れ
た
投
票

所
で
行
う
こ
と
が
原
則
で
す
。
指
定
さ
れ
た
投

票
所
が
ど
こ
で
あ
る
か
は
、
選
挙
の
際
に
選
挙

管
理
委
員
会
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
「
投
票
所
入

場
券
」
で
確
認
で
き
ま
す
。

①
投
票
時
間

　

原
則
と
し
て
午
前
７
時
か
ら
午
後
８
時
ま
で

で
す
。
た
だ
し
、
一
部
の
投
票
所
で
は
投
票
時

間
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

②
投
票
の
手
順

　

投
票
は
次
の
手
順
で
行
い
ま
す
。
こ
れ
ら
一

連
の
手
続
き
は
、
手
続
き
の
誤
り
や
不
正
が
な

い
よ
う
、
投
票
所
の
責
任
者
で
あ
る
「
投
票
管

理
者
」
そ
し
て
選
挙
管
理
委
員
会
が
選
任
し
た

「
投
票
立
会
人
」
の
監
視
、
立
ち
会
い
の
も
と

で
行
わ
れ
ま
す
。

２　選挙権と選挙人名簿

１８歳から選挙権！
　「選挙権」とは、私たちの代表を選挙で選ぶことができる権利です。
　公職選挙法が改正され、平成２８年に行われる参議院議員選挙から、選挙権が１８歳以
上となる予定です。１８歳、１９歳の皆さんも「投票」という行為を通して、有権者とし
て意見を言うことができるようになります。

３　選挙の種類

選挙制度
　選挙制度は、選挙の種類によって内容が異なります。
　国会議員など、選挙に出てみんなの代表になることができる権利を「被選挙権」といい、
それぞれの選挙（公職）によって、年齢などの要件が異なっています。

○選挙権（選ぶ権利）
①衆議院議員・参議院議員の選挙
　・満１８歳以上の日本国民
②知事・都道府県議会議員の選挙
　・満１８歳以上の日本国民であり、引き続き３ヵ月以上その都道府県内の同一市町村の区域内に

住所のある人
※現在の住所で３ヵ月に満たなくても、直前に住所があった市町村が同一都道府県内で、そこ
　に引き続き３ヵ月以上住所があった場合には、その市町村において選挙権が認められます。

③市町村長・市町村議会議員の選挙
　・満１８歳以上の日本国民であり、引き続き３ヵ月以上その市町村の区域内に住所のある人

※ただし、上記の条件を満たしている場合でも、罪を犯し刑の執行中にある者など、一定の要件に
　該当する者には、選挙権が認められていません。

※選挙権年齢は、平成２８年６月１９日以降に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を
公示（告示）される選挙から「満１８歳以上」に引き下げられますが、それまでは「満２０歳以
上」となります。

　選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに本人かどう
かを確認するためのもので、二重投票などの不正を防ぐための制度です。
　選挙権を持っていても、実際に選挙で投票（選挙権を行使）するためには、市町村が作
成している選挙人名簿に登録されていなければなりません。

　選挙人名簿に登録されるためには、満１８歳以上（平成
２８年に行われる参議院議員選挙までは、満２０歳以上）
の日本国民で、引き続き３ヵ月以上同じ市町村の住民基本
台帳に記録されていなければなりません。

　選挙人名簿への登録は、毎年３月、６月、９月、１２月
（年４回）と選挙前に行われます。
　選挙人名簿の登録は住民基本台帳の記録に基づいて行わ
れますので、名簿に正しく登録されるために、住所の移転
等の届出はきちんと行うようにしてください。

“選挙人名簿”に登録されていないと投票できない!!
満２５歳以上
県内市町村に
引き続き
３ヵ月以上

住んでいること

満２５歳以上
その市町村に
引き続き
３ヵ月以上

住んでいること

満２５歳以上

住所要件なし

満３０歳以上

住所要件なし

満３０歳以上

住所要件なし

満２５歳以上

住所要件なし

４年
（解散あり）

４年

１ ９６人

１ １人

１ １人

選挙の種類

国
の
選
挙

衆
議
院
議
員
選
挙

参
議
院
議
員
選
挙

地
方
の
選
挙

選挙区数

小選挙区選出

比例代表選出

選挙区選出

比例代表選出

県知事選挙

県議会議員選挙

市町村長選挙

市町村議会議員選挙

定数 被選挙権
年齢・住所要件

任期 選び方

※　表中のデータは平成２７年１１月３０日時点のものです。

候補者名を記入し投票します。
それぞれの選挙区で最も多く得票
した１人が当選します。

政党名を記入し投票します。
全国を１１に分けた選挙区で行わ
れ、選挙区ごとに各政党の得票数
に比例して当選者数が配分されま
す。

候補者名を記入し投票します。
原則として都道府県の区域を単位
とする選挙区で行われ、得票数の
多い順に当選者を選びます。

候補者名又は政党名を記入し投票
します。
全国を１つの選挙区として行われ、
各政党の得票数に比例して当選者
数が配分されます。

県を１つの選挙区として最も多く
得票した人が当選します。

県内を４５の選挙区に分け、それ
ぞれの選挙区で得票数の多い順に
当選者を選びます。

市町村を１つの選挙区として最も
多く得票した人が当選します。

市区町村を１つの選挙区として得
票数の多い順に当選者を選びます。

２９５
福岡県
１１

２９５人
福岡県
１１人

１１
九州ブロック
１

１８０人
九州ブロック
２１人

４５
福岡県
１

１４６人
福岡県
６人

６年
３年ごとに
半数を改選

４５

福岡県

８６人

福岡県

１
北九州市
福岡市
７

１０～６２人
（県内市町村）

　

選
挙
権
年
齢
が
、公
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
り「
満
20
歳
以
上
」か
ら「
満

18
歳
以
上
」
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。
若
者
の
声
、
よ
り
多
く
の
声
が
必

要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

選
挙
の
仕
組
み
や
方
法
を
知
り
、
大
切
な
一
票
を
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ　

神
埼
市
選
挙
管
理
委
員
会
（
総
務
課
内
）

　
　
　
　
　
　
　

☎
３
７
‐
０
１
０
０
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Ｑ
．
投
票
日
に
投
票
に
行
け
な
い
と
き
は
ど

う
し
た
ら
い
い
の
？

Ａ
．
投
票
日
前
に
投
票
が
で
き
る
さ
ま
ざ
ま

な
投
票
制
度
が
あ
り
ま
す
！

◆
期
日
前
投
票

　

投
票
日
に
、
仕
事
や
旅
行
な
ど
の
予
定
が
あ

る
人
や
、
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
歩
く
こ
と
が
困

難
な
人
な
ど
は
、
名
簿
登
録
さ
れ
て
い
る
市
町

村
の
期
日
前
投
票
所
で
、
投
票
日
前
に
投
票
が

で
き
ま
す
。

①
期
日
前
投
票
所
の
場
所

　

市
役
所
や
各
支
所
に
設
け
ら
れ
ま
す
。

②
期
日
前
投
票
の
で
き
る
期
間
・
時
間

　

公
示
（
告
示
）
の
日
の
翌
日
か
ら
投
票
日
の

前
日
ま
で
（
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
で

は
、投
票
日
前
７
日
か
ら
投
票
日
の
前
日
ま
で
）

の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
８
時
ま
で
で
す
。

③
期
日
前
投
票
の
手
順

　

投
票
の
際
に
、
一
定
の
事
由
に
該
当
す
る
と

見
込
ま
れ
る
旨
の
宣
誓
書
の
提
出
が
必
要
な
ほ

か
は
、
当
日
の
投
票
所
に
お
け
る
投
票
と
同
じ

で
す
。
代
理
投
票
や
点
字
投
票
の
制
度
も
利
用

で
き
ま
す
。

※
そ
の
他
、
不
在
者
投
票
な
ど
に
つ
い
て
は
選

挙
管
理
委
員
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

（１）受付で入場券を出します。そ
の後選挙人名簿との照合を受
けます。

（２）投票用紙交付係で投票用紙を
もらいます。

（３）投票記載台で投票用紙に記載
して、投票箱に投函します。

18
歳
の
声
を
聞
い
て
み
ま
し
た
！

　

１
月
20
日
に
神
埼
清
明
高
校
で
行
っ
た
18

歳
選
挙
権
に
関
す
る
講
義
に
あ
わ
せ
て
、
ア

ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
結
果
か
ら
、
生
徒
が
ど

の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
か
を
ご
紹
介
し
ま

す
。

Q １　選挙権年齢が18歳に引き下げになった
　　　ことについて、よかったと思いますか？

Q ２　政治や選挙に関心はありますか？

67％

24％
よかったと思う

9％

よかったと
思わない

どちらとも
いえない

 
投票率が低い、若
い世代の意見が今
後の政治に必要。

18歳ではまだ精神的
に未熟な人が多い。
冷静に判断できる
　か不安。

若者が政治に興味
を持つきっかけに
なるからいいと
　思う。

政治について考える
機会を得ることがで
きたけど、知識が
不足しているので
不安。

自分が選挙権を持つ
ことは喜ばしく、少
しでも日本を良く
　したい！

40％

21％

11％

24％

とてもある

４％

すこしある

あまりない

まったくない

どちらとも
いえない

６　投票

“投票”　はどうするの…
　投票は、投票日当日に指定された投票所で行うことが原則です。
　指定された投票所がどこであるかは、選挙の際に市区町村の選挙管理委員会から送られ
てくる「投票所入場券」で確認できます。
　なお、投票所入場券が届かなかったり、なくしてしまったりした場合でも、本人確認が
できれば投票できます。
　投票所入場券や投票所の場所などについて分からないことがあれば、市区町村の選挙管
理委員会に問い合わせましょう。

（1） 投票時間
　原則として午前7時から午後8時までです。
　ただし、一部の投票所では投票時間が異なる場合があります。

（2） 投票の手順
投票は以下の手順で行います。
これら一連の手続きは、手続きの誤りや不正がないよう、投票所の責任者である「投
票管理者」そして選挙管理委員会が選任した「投票立会人」の監視・立会いのもとで行
われます。なお、これらの者が投票の内容を見ることはありません。

投票用紙の書き方は…
私たちの選挙では、選挙人が自分で候補者の氏名や政党の名称を書く「自書式投票」と

いう方式が採用されています。
なお、都道府県や市町村の議員や長の選挙については、条例によって「記号式投票」を

採用できます。

こんな投票は　“無効”　に!!
せっかく投票された貴重な一票も、次のような投票は無効となります。
投票用紙にはきちんと丁寧に書きましょう。

　①　所定の投票用紙を用いないもの
　②　立候補していない者の氏名を記載したもの
　③「誰」を記載したか確認できないもの
　④　候補者の氏名のほか他事を記載したもの
　⑤　２人以上の氏名を記載したもの
　⑥　候補者の氏名を自書しないもの

①受付で入場券を出し、
選挙人名簿との照合を
受けます。
②投票用紙交付係で投票
用紙をもらいます。
③投票記載台で投票用紙
に記載して、投票箱に
投函します。

※投票所へ入場できる者
　選挙人の投票の秘密や投票所の秩序を守るため、投票所には、原則として投票をする選挙人のほ
かは、選挙事務関係者や警察官しか入場できないことになっています。
　ただし、例外的に選挙人と一緒の子どもや、選挙人の補助者・介護者などについては、投票所へ
の入場が認められています。

※代理投票と点字投票
　代理投票は、投票用紙に自分で文字を記載できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請
すると、代理投票のための補助者2人が定められ、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記載
し、もう1人が指示どおりに記載したかどうかを確認して投票が行われます。
　また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字による投票もできます。

④他事の記載 ⑥自書でない

衆議院議員選挙
①小選挙区選挙
　候補者1人の氏名を自書して投票

②比例代表選挙
　１つの政党の名称や略称を自書して投票

参議院議員選挙
①選挙区選挙
　候補者1人の氏名を自書して投票

②比例代表選挙
　候補者名簿に記載された候補者1人の氏名、
　又は１つの政党の名称や略称を自書して投票

都道府県や市町村の議会の議員と長の選挙
候補者1人の氏名を自書して投票

※条例によって記号式投票が採用されている
　場合は、投票用紙に印刷された候補者名に
　○の記号を記載して投票

（小選挙区） （比例代表）

（選 挙 区） （比例代表）

（自 書 式） （記 号 式）

名簿対照

受付

投票用紙の交付

（１）

（２）

（３）
投票おわり
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各課からのお知らせ

 
【
神
埼
市
議
会
２
月
定
例
会
】

 
～
新
た
な
10
年
へ
向
け

　
　
　
　

予
算
な
ど
を
審
議
～

　

議
会
２
月
定
例
会
が
、
２
月
26
日
か
ら
３
月

25
日
ま
で
の
29
日
間
開
か
れ
、
平
成
28
年
度
一

般
会
計
当
初
予
算
案
や
平
成
27
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
案
な
ど
の
予
算
案
12
件
、
神
埼
市
情

報
公
開
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
な
ど
の
条

例
議
案
９
件
、
農
業
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ

い
て
な
ど
人
事
案
件
19
件
、
市
道
路
線
の
認
定

な
ど
の
そ
の
他
の
案
件
６
件
、
合
計
46
件
が
審

議
さ
れ
ま
し
た
。

　

28
年
度
一
般
会
計
当
初
予
算
の
総
額
は
、
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
４
１
億
３
０
０
万
円
。
前

年
度
当
初
予
算
と
比
べ
４
億
７
，７
０
０
万
円

少
な
く
３
・
３
％
の
減
と
な
り
ま
し
た
。

市
政
第
２
章
の
幕
開
け

　

28
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
に
つ
い
て

は
、
合
併
10
周
年
を
経
て
、
今
後
の
新
た
な
10

年
に
向
け
た
、
ま
ち
づ
く
り
の
礎
と
な
る
べ
き

予
算
の
編
成
に
努
め
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
合
併
10
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
市

が
一
体
と
な
っ
て
更
な
る
発
展
を
目
指
す
た
め

の
「
ま
ち
づ
く
り
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
開
催
費

や
、
市
民
団
体
が
自
ら
企
画
・
運
営
す
る
事
業

へ
の
補
助
金
の
創
設
、
市
民
の
元
気
と
健
康
づ

く
り
を
発
信
す
る
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
巡
回
ラ
ジ
オ
体
操

事
業
」、
市
内
の
伝
統
文
化
を
市
内
外
に
広
く

ア
ピ
ー
ル
す
る
「
神
埼
市
能
狂
言
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
の
開
催
費

な
ど
を
計
上
。

　

ま
た
、
神
埼
市
総

合
戦
略
に
掲
げ
る

関
係
事
業
と
し
て
、

定
住
促
進
対
策
事

業
や
空
き
家
改
修

費
助
成
事
業
、
市
を
Ｐ
Ｒ
す
る
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
事
業
な
ど
を
昨
年
度
に
引
き
続
き
実
施
し
て

い
き
ま
す
。

　

今
後
の
ま
ち
づ
く
り
や
防
災
の
拠
点
と
な
る

新
庁
舎
の
建
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
、

基
本
計
画
お
よ
び
基
本
設
計
の
策
定
に
着
手
す

る
こ
と
と
し
、
市
民
の
た
め
の
よ
り
よ
い
施
設

の
建
設
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

　

ハ
ー
ド
事
業
で
は
、
市
道
国
営
千
代
田
西
１

号
線
等
の
道
路
改
良
事
業
や
農
業
基
盤
整
備
促

進
事
業
な
ど
、
生
活
基
盤
整
備
の
充
実
を
図
る

た
め
の
経
費
を
計
上
し
て
い
ま
す
。
王
仁
博
士

顕
彰
公
園
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、
公
園
敷
地

の
造
成
工
事
等
を
実
施
し
、
今
後
新
た
な
観
光

の
拠
点
と
し
て
地
域
の
活
性
化
に
努
め
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
櫛
田
宮
前
の
門
前
広
場
整
備
に

つ
い
て
は
、
屋
根
付
き
シ
ェ
ル
タ
ー
の
設
置
や

憩
い
の
広
場
の
芝
生
化
な
ど
を
行
う
こ
と
と
し

て
お
り
、
旧
古
賀
銀
行
神
埼
支
店
の
復
元
工
事

と
あ
わ
せ
て
、
中
心
市
街
地
の
拠
点
と
し
て
の

整
備
を
図
り
ま
す
。

　

主
な
事
業
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▲門前広場のイメージ

　○平成28年度一般会計当初予算の主な事業（☆は新規事業）� （単位：千円）
事業名 予算額 事業の内容 担当課

中心市街地拠点整備事業 165,243 中心市街地の拠点となる門前広場について、屋根付きシェルターの設置や憩いの広場の整備に取り組む。

企画課
☎37-0102

定住促進対策事業 47,021
市内への定住を促進させるため、居住部分床面積50㎡以
上、かつ取得価格200万円以上の住宅取得者（新築・購入・
建替）に補助金を交付する。

神埼市合併10周年記念事業 4,186 合併10周年記念事業の一環として、シンポジウムの開催や市民などによる提案事業を展開する。

神埼市新庁舎建設事業 42,802 市民の方が利用しやすく親しまれる新庁舎の建設に向けて、基本計画の策定および基本設計などを行う。

☆ コンビニ交付事業 12,995 マイナンバーカードを用いて、コンビニエンスストアで住民票などを取得できるようシステム整備を行う。
市民課
☎37-0120

☆ 妊産婦産前・産後支援ヘルパー
派遣事業 116

母親が出産前後で体調不良のために、育児や家事を行う
ことが困難な日中介助者がいない家庭にヘルパーを派遣
し、育児や家事等の一部を援助する。

福祉課
☎37-0110

☆ 脊振町高齢者生活福祉センター
スプリンクラー設置工事 14,325 当該施設にスプリンクラー消化設備を設置し、入居者および従事者の生命を守る。

高齢障がい
課
☎37-0111

王仁博士顕彰公園整備事業 66,564
王仁博士の顕彰を通じて、市内観光施設とのネットワー
ク化を視野に入れながら、地域の活性化と新たな観光拠
点づくりを目的とした施設整備を推進する。

商工観光課
☎37-0107

☆ 神埼・ふるさと学習事業 329
神埼市内小中学校の児童・生徒へ研究論文の募集を行い、
優秀な研究を行った児童・生徒を「子ども学芸員」「子
どもマイスター」として認証し、子どもたちの郷土への
関心を深める。

学校教育課
☎44-2384

☆ 神埼市合併10周年記念
「神埼市�能狂言フェスティバル」 2,190

全国で３ヶ所のみに伝承される希少な「鷺流狂言」を上
演する。また、地元九州で活躍するプロの能・狂言師を
招いて「能に親しむ会」を同時開催するにあたり、市民
への鑑賞機会の提供のため、入場料の一部を補助する。 社会教育課

☎44-2731
登録有形文化財「福成歯科医院
（旧古賀銀行神埼支店）」活用地
域活性化事業

79,303
国登録有形文化財（建造物）「福成歯科医院（旧古賀銀
行神埼支店）」を活用し、歴史的建造物を活かしたまち
づくりや、地元商店街の活性化を図る。
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▲大雪により被災したハウス

国
の
補
正
予
算
に
呼
応
し
た
補
正

　

27
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、

各
事
業
の
決
算
見
込
み
に
伴
う
補
正
お
よ
び
国

の
経
済
対
策
に
対
応
し
た
予
算
編
成
と
な
り
、

今
回
の
補
正
予
算
に
お
い
て
、
歳
入
歳
出
総
額

そ
れ
ぞ
れ
１
４
７
億
８
，６
４
５
万
６
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

　

主
な
事
業
と
し
て
、
国
の
補
正
予
算
に
伴
う

事
業
の
う
ち
、
地
方
創
生
加
速
化
交
付
金
を
活

用
し
て
行
う
、
神
埼
市
ブ
ラ
ン
ド
創
造
事
業
や

脊
振
町
複
合
施
設
建
設
事
業
を
計
上
。

　

ま
た
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
開
始
に
合
わ
せ
、

地
方
自
治
体
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
向
上
を
図

る
た
め
の
経
費
や
、
臨
時
福
祉
給
付
金
受
給
対

象
者
の
う
ち
65
歳
以
上
の
低
所
得
者
に
３
万
円

を
給
付
す
る
、
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉

給
付
費
を
計
上
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
今

年
１
月
の
大
雪
に
よ
り
被
災
し
た
、
園
芸
ハ
ウ

ス
等
の
撤
去
や
再
建
に
係
る
費
用
へ
の
補
助
経

費
を
計
上
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
事
業
は
、
平

成
28
年
度
に
繰
り
越
し
て
実
施
し
ま
す
。

　○平成27年度一般会計補正予算の主な事業（☆は新規事業）� （単位：千円）
事業名 予算額 事業の内容 担当課

脊振町複合施設建設事業
（地方創生加速化交付金） 9,803 脊振地区の拠点となるような複合施設の建設に向けて、基本計画の策定を行う。 企画課

☎37-0102
☆ 自治体情報セキュリティ強化対

策事業 40,392 マイナンバーによる情報連携に活用されるLGWAN環境のセキュリティを確保するため、システム改修を行う。�
神埼市ブランド創造事業
（地方創生加速化交付金） 17,797 神埼和菱組合の安定的な運営と事業の拡大を図るために補助を行い、また産学官連携で新商品の開発などにも取り組む。

政策推進室
☎37-0121

☆ 年金生活者等支援臨時福祉給付
費 107,714 国が取り組む「一億総活躍社会」の実現に向けた施策の一環として、低所得の高齢者を対象に３万円の給付金を支給する。

福祉課
☎37-0110

☆ 施設園芸等被害対策事業 5,215 １月の大雪により園芸ハウス等の倒壊被害を受けた農家に対し、被災ハウスの撤去や再建に要する経費に対し補助を行う。
農政水産課
☎37-0117

☆ 担い手確保・経営強化支援事業 6,053
農地中間管理機構を活用している地区において、売上高の拡大や経営コス
トの縮減などに意欲的に取り組む地域の担い手が行う農業用機械導入に対
し、補助金を交付する。

　
　

　
　

ま
ち
づ
く
り
市
民
活
動
を

支
援
し
ま
す
！

合
併
10
周
年
記
念
提
案
事
業
を

募
集
し
ま
す
！

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

企
画
課　

企
画
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
３
７
‐
０
１
０
２

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

企
画
課　

企
画
係

　
　
　
　
　
　
　

☎
３
７
‐
０
１
０
２

　

市
民
の
自
主
的
か
つ
公
益
性
の
あ
る
活
動

を
行
う
団
体
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

○
補
助
対
象
団
体

　

次
に
あ
げ
る
す
べ
て
に
該
当
す
る
団
体

・
５
人
以
上
の
構
成
員
を
有
し
、
代
表
者
と

主
た
る
構
成
員
が
神
埼
市
民
で
あ
る

・
市
内
に
事
務
所
を
置
き
、
か
つ
市
内
で
活

動
し
て
い
る

・
政
治
、
宗
教
活
動
を
主
た
る
目
的
と
し
な

い
・
定
款
、
規
約
等
を
有
し
、
自
主
的
か
つ
積

極
的
に
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
推
進

○
優
先
活
動
お
よ
び
交
付
額

①
補
助
金
の
交
付
回
数
が
３
回
以
下
の
活
動

を
優
先
（
優
先
活
動
）
と
し
ま
す
。

②
交
付
額

・
優
先
活
動
は
、
補
助
対
象
経
費
の
３
分
の

２
以
内
と
し
、
20
万
円
を
限
度

・
優
先
活
動
以
外
は
、
補
助
対
象
経
費
の
２

分
の
１
以
内
と
し
、
10
万
円
を
限
度

○
補
助
対
象
活
動

①
一
般
活
動

　
　

地
域
の
活
性
化
お
よ
び
市
と
協
働
の
ま

ち
づ
く
り
に
貢
献
す
る
公
益
性
の
あ
る
活
動

②
連
携
活
動

　
　

一
般
活
動
を
実
施
し
た
団
体
等
が
連
携

し
て
地
域
間
交
流
等
を
図
る
活
動

○
応
募
締
切
日　

４
月
28
日
（
木
）

※
申
請
書
類
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

合
併
10
周
年
記
念
を
市
全
体
で
盛
り
上
げ

る
た
め
、
市
民
や
団
体
の
方
が
実
施
す
る
事

業
を
支
援
し
ま
す
。

○
募
集
期
間　

　

４
月
１
日
（
金
）
～
５
月
31
日
（
火
）

※
申
請
書
類
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

○
補
助
対
象
団
体

　

次
の
①
か
ら
③
の
す
べ
て
を
満
た
す
団
体

①
５
人
以
上
の
構
成
員
を
有
し
、
代
表
者
と

主
た
る
構
成
員
が
神
埼
市
民
で
あ
る

②
市
内
に
事
務
所
が
あ
り
、
市
内
で
活
動
し

て
い
る

③
政
治
、宗
教
活
動
を
主
た
る
目
的
と
し
な
い

○
補
助
対
象
事
業

　

次
の
①
か
ら
④
の
す
べ
て
を
満
た
す
事
業

①
合
併
10
周
年
を
記
念
し
、
新
規
に
実
施
す

る
事
業

②
市
内
外
の
方
が
広
く
参
加
で
き
る
事
業

③
補
助
対
象
団
体
が
自
主
的
に
企
画
、
運
営

す
る
事
業

④
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
を
実
施
期
間
と

す
る
事
業

○
補
助
金
の
額　

補
助
対
象
経
費
の
全
額

　
（
限
度
額
は
20
万
円
）

※
申
請
が
あ
っ
た
事
業
は
、
神
埼
市
合
併
10

周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
で
審
査
、
選

考
し
ま
す
。
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応援イベントは吉野ヶ里歴史公園で
　大会を盛り上げるため、フルマラソンの折り返し地点となる吉野ヶ里歴史公園で応援イ
ベントを開催します。
　応援者には、神埼そうめん協同組合と神埼市食生活改善推進協議会の皆さまによる「そ
うめん」「ぜんざい」のおふるまいが行われます。また、「くねんワン」「くねんニャン」の
ゆるキャラ応援も行いますので、ぜひお越しください。
　なお、ランナーが駆け抜ける吉野ヶ里歴史公園内の県営公園側は、当日無料開放デーと
なっています。
○先頭ランナー入園予定時刻　10：14頃
○最終ランナー通過予定時刻　12：41頃（閉門時刻）

　１月下旬から２月中旬にかけて、西郷地区、鶴西地区、
犬の目地区の皆さんが、コースとなる野寄交差点から平ヶ
里交差点までの桜並木の根元に花苗を植えられました。
　花苗植えは、ランナーに桜だけでなくきれいな花も見て
もらいながら、快適に楽しんで走ってもらおうと西郷地区
区長会の発案で実施されています。
　約200人の方々が参加され、スコップを手にカザニア、
マーガレットなど４種類、800本の花を丁寧に植えられま
した。

◎問い合わせ　企画課　企画係　☎37-0102

臨時駐車場

公園西入口

マラソンコース

応援イベント会場

▲ぜんざいのおふるまい ▲そうめんのおふるまい

路線バスの運行変更予定のお知らせ
　大会当日は、広い範囲で交通規制が行われ、交通
混雑が予想されます。※市報かんざき３月号９ペー
ジをご覧ください。
　コース周辺の住民、事業所の皆さまをはじめ、施
設利用や通行者の皆さまなど多くの方にご迷惑をお
かけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いします。

◎問い合わせ　さが桜マラソン大会事務局
　☎27-0738
　ウェブサイト　http://www2.saga-s.co.jp/sakura/

 
吉野ヶ里歴史公園へお越しの皆さまへ

　車でお越しの方は、「吉野ヶ里公園西入口」交
差点北の臨時駐車場をご利用ください。

沿道の花でランナーをおもてなし

西鉄高速バス　☎0570-00-1010（西鉄お客さまセンター）
路線 運行内容

佐賀～福岡線
7:36 ～ 11:06 佐賀第二合同庁舎発　迂回運行 
7:15 ～　9:43 西鉄天神高速バスターミナル発
　　　　   　　 迂回運行

佐賀～福岡空港線
7:50 ～ 10:20 佐賀第二合同庁舎発　迂回運行 
8:02 ～　9:42 福岡空港第1･2発　迂回運行 

（9:12発の吉野ヶ里系統除く）
※上記2路線の迂回運行中、「商業校門前」～「高速神埼」間の 
　乗降はできませんのでご注意ください。

昭和バス　☎64-8680（佐賀営業所） 
路線 運行内容

神埼・三瀬線 10:05、13:30 佐賀駅BC発 運休
6:45 ～ 12:15 三瀬宿発、三瀬車庫前発 運休
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公
務
員
で
退
職
・
異
動
さ
れ
た
方
へ

児
童
手
当
の
手
続
き
が

必
要
で
す

「
病
児
・
病
後
児
保
育
」の

利
用
料
が
変
わ
り
ま
す

市
役
所
の
組
織
が
変
わ
り
ま
す

◎
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課

　

社
会
福
祉
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
０

◎
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課

　

社
会
福
祉
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
０

◎
問
い
合
わ
せ　

総
務
課　

人
事
係

　
　
　
　
　
　

☎
３
７
‐
０
１
０
０

　

公
務
員
等
（
郵
政
グ
ル
ー
プ
や

独
立
行
政
法
人
等
勤
務
の
方
を
除

く
）
で
退
職
や
他
団
体
へ
異
動
さ

れ
、
勤
務
先
か
ら
児
童
手
当
を
支

給
さ
れ
な
く
な
っ
た
方
は
、
退
職

や
異
動
の
翌
日
か
ら
15
日
以
内
に

市
へ
児
童
手
当
の
申
請
が
必
要
で

す
。

　

15
日
以
内
に
申
請
手
続
き
を

行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
翌
月
分
か

ら
支
給
と
な
り
ま
す
。
手
続
き
が

遅
れ
た
場
合
は
、
遡
及
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
持
参
す
る
も
の

　

印
鑑
、
申
請
者
の
健
康
保
険
証

ま
た
は
年
金
加
入
証
明
書
、
申
請

者
名
義
の
通
帳
、
申
請
者
お
よ
び

配
偶
者
の
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
）
が
わ
か
る
も
の

◆
申
請
窓
口

・
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

・
千
代
田
支
所　

総
合
窓
口
課

・
脊
振
支
所　

総
合
窓
口
課

　

平
成
28
年
４
月
か
ら
「
ぞ
う
さ

ん
保
育
室
」「
か
る
が
も
の
へ
や
」

は
、
感
染
症
の
お
子
さ
ん
も
利
用

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
伴
い
、
症
状
な
ど
を
確

認
す
る
た
め
に
各
医
院
で
の
診
察

を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の

で
、
利
用
料
金
が
変
更
と
な
り
ま

し
た
。

　

ご
理
解
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

○
変
更
前
の
利
用
料
金

　

１
日
預
か
り�

２
，０
０
０
円

　

半
日
預
か
り�

１
，０
０
０
円

○
変
更
後
の
利
用
料
金

　

１
日
預
か
り�

１
，５
０
０
円

�

＋
診
察
料 　

　

半
日
預
か
り　
　
　

７
５
０
円

�

＋
診
察
料 　

○
注
意
点

・
症
状
や
当
日
の
受
入
人
数
、
感

染
症
の
種
類
に
よ
っ
て
は
ご
利

用
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

・
ご
利
用
の
際
に
は
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
事
前
の
予
約
お
よ
び
か

か
り
つ
け
医
の
受
診
が
必
要
で

す
。

　

４
月
１
日
か
ら
総
務
企
画
部
内

の
組
織
機
構
を
改
め
ま
す
。

・
市
長
公
室
を
廃
止

・
企
画
室
を
企
画
課
に
変
更

　

旧
市
長
公
室
の
業
務
は
、
総
務

課
が
市
報
、
区
長
会
、
人
権
同
和

な
ど
を
、
企
画
課
が
各
種
統
計
調

査
、電
算
・
情
報
管
理
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
企
画
課
に
は
新
庁
舎
建

設
や
脊
振
町
複
合
施
設
の
建
設
計

画
を
行
う
庁
舎
建
設
係
を
設
置
し

ま
す
。

　
　
市
内
に
定
住
さ
れ
る
方
を
支
援
し
て
い
ま
す

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

企
画
課　

企
画
係　

☎
３
７
‐
０
１
０
２

　

市
内
へ
の
定
住
を
促
進
し
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
各
種
事

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
定
住
促
進
住
宅
取
得
補
助
金

○
補
助
対
象
者

・
市
内
に
住
宅
（
新
築
・
建
替
・

建
売
・
中
古
）
を
取
得
し
、
10

年
以
上
住
ん
で
い
た
だ
け
る
方

・
平
成
27
年
４
月
１
日
以
降
に
住

宅
取
得
に
係
る
契
約
等
を
さ
れ

た
方

・
市
税
等
の
滞
納
が
な
い
方　

・
３
親
等
以
内
の
親
族
か
ら
の
住

宅
取
得
で
な
い
方
な
ど

○
対
象
住
宅
の
要
件

　

居
住
部
分
の
床
面
積
が
50
㎡
以

上
で
、
住
宅
取
得
経
費
が
２
０
０

万
円
以
上　

な
ど

○
補
助
金
の
額

①
定
額
（
基
準
額
）　　

20
万
円

②
加
算
額

　

脊
振
町
・
千
代
田
町
東
部
地
区

内
の
住
宅
取
得
、
新
規
移
住
者
、

市
内
業
者
施
工
、
お
子
さ
ん
が
い

る
世
帯
、
浄
化
槽
設
置
に
要
件
に

応
じ
た
加
算
が
あ
り
ま
す
。
金
額

に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

②
空
き
家
・
空
き
地
情
報
登
録

　

制
度
（
空
き
家
・
空
き
地
バ

　

ン
ク
制
度
）

　

空
き
家
・
空
き
地
の
売
買
ま
た

は
賃
貸
を
希
望
す
る
方
か
ら
申
し

込
み
を
受
け
た
情
報
を
、
空
き
家

等
の
利
用
を
希
望
す
る
方
に
紹
介

し
ま
す
。
登
録
さ
れ
た
空
き
家
等

の
情
報
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で

公
開
し
ま
す
。

○
登
録
期
間　

２
年

○
交
渉
・
契
約
等

　

登
録
者
と
利
用
希
望
者
と
の
交

渉
お
よ
び
売
買
、
賃
貸
借
等
の
契
約

は
仲
介
業
者
を
介
し
て
行
い
ま
す
。

③
空
き
家
改
修
費
助
成
事
業
補

　

助
金

　

空
き
家
・
空
き
地
バ
ン
ク
制
度

を
活
用
し
て
、
空
き
家
を
購
入
ま

た
は
賃
貸
も
し
く
は
貸
借
し
た
人

が
行
う
空
き
家
の
改
修
等
に
要
す

る
経
費
に
対
し
、
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。

○
補
助
金
の
額

①
空
き
家
改
修　

経
費
の
２
分
の

１
（
限
度
額
50
万
円
）

②
不
要
物
の
撤
去　

経
費
の
２
分

の
１
（
限
度
額
10
万
円
）

※
各
申
請
に
必
要
な
様
式
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
か
ん
ざ
き
生

活
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

各課からのお知らせ

【組織改正】旧市長公室の業務は総務課と企画課が引
き継ぎます。

部 所管課 所管が変わる主な業務

総
務
企
画
部

総務課

秘書、区長会、地縁団体、広報公聴、
地区担当、自衛官募集、情報公開、
個人情報、相談、人権同和、男女共
同参画

企画課 統計、電算機管理、電子情報管理
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各課からのお知らせ

　
　

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ

◎
問
い
合
わ
せ　

高
齢
障
が
い
課　

地
域
支
援
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
中
部
広
域
連
合　

業
務
課　

☎
４
０
‐
１
１
３
５

　

平
成
28
年
度
の
介
護
保
険
料

は
、
４
月
１
日
現
在
の
世
帯
に
お

け
る
住
民
税
の
課
税
状
況
等
に

よ
っ
て
７
月
に
確
定
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
保
険
料
が
確
定
す

る
ま
で
の
納
付
方
法
は
、
次
の
と

お
り
と
な
り
ま
す
。

■
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

　

４
、
６
、
８
月
の
納
付
額
は
、

平
成
28
年
度
の
住
民
税
の
課
税
状

況
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
２

月
と
同
額
の
天
引
き
と
な
り
ま

す
。（
８
月
か
ら
保
険
料
が
変
更

に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）

■
普
通
徴
収

�

（
納
付
書
・
口
座
振
替
）

　

４
月
か
ら
７
月
ま
で
は
、
平
成

28
年
４
月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現

在
の
世
帯
の
状
況
と
平
成
27
年
度

住
民
税
の
課
税
状
況
等
に
よ
り
算

定
し
た
保
険
料
を
暫
定
的
に
納
付

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
の
納
入
通
知
書

は
、
４
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
の

で
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
く
だ
さ

い
。

■
４
月
２
日
以
降
に

�

65
歳
に
な
る
方

　

介
護
保
険
料
の
通
知
書
を
65
歳

に
な
る
月
（
誕
生
日
の
前
日
の
属

す
る
月
）の
翌
月
に
送
付
し
ま
す
。

徴
収
方
法
は
、
普
通
徴
収
と
な
り

ま
す
の
で
、
送
付
さ
れ
る
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
で
納
期
限
ま
で

に
納
付
く
だ
さ
い
。

　

年
金
天
引
き
の
開
始
は
、
65
歳

到
達
か
ら
お
お
む
ね
６
ヶ
月
後
か

ら
と
な
り
ま
す
。

口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

手
続
き
は
、
納
入
通
知
書
に
同

封
さ
れ
て
い
る
申
込
書
に
記
入
し

て
ポ
ス
ト
に
投
函
す
る
だ
け
で
す
。

介
護
保
険
料
の
減
免

　

火
災
な
ど
の
特
別
な
事
情
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

は
、
保
険
料
の
徴
収
猶
予
や
減
免

等
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
段
階
が
第
２
段

階
ま
た
は
第
３
段
階
の
方
を
対
象

と
し
た
減
免
制
度
も
あ
り
ま
す
。

こ
ち
ら
の
申
請
は
、
７
月
下
旬
か

ら
受
け
付
け
ま
す
。

■平成28年度　65歳以上の方の段階別介護保険料額
保険料段階 世帯状況 対　象　者 算　式 保険料

第１段階

世帯全員の住民税
が非課税

・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金を受給している方
・前年の合計所得金額＋前年の課税年金収入額

が80万円以下の方

基準額
×0.45

（軽減後）

月額 2,372円
（年額28,464円）

第２段階 前年の合計所得金額＋前年の課税年金収入額が
80万円を超え120万円以下の方

基準額
×0.75

月額 3,953円
（年額47,436円）

第３段階 前年の合計所得金額＋前年の課税年金収入額が
120万円を超える方

基準額
×0.75

月額 3,953円
（年額47,436円）

第４段階 世帯に課税者がい
る場合で、本人の
住民税が非課税

前年の合計所得金額＋前年の課税年金収入額が
80万円以下の方

基準額
×0.9

月額 4,743円
（年額56,916円）

第５段階 前年の合計所得金額＋前年の課税年金収入額が
80万円を超える方 基準額 月額5,270円

（年額63,240円）

第６段階

本人の住民税が課
税

前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額
×1.2

月額 6,324円
（年額75,888円）

第７段階 前年の合計所得金額が
120万円以上190万円未満の方

基準額
×1.3

月額 6,851円
（年額82,212円）

第８段階 前年の合計所得金額が
190万円以上290万円未満の方

基準額
×1.5

月額 7,905円
（年額94,860円）

第９段階 前年の合計所得金額が
290万円以上400万円未満の方

基準額
×1.7

月額 8,959円
（年額107,508円)

第10段階 前年の合計所得金額が
400万円以上600万円未満の方

基準額
×1.9

月額 10,013円
（年額120,156円)

第11段階 前年の合計所得金額が600万円以上の方 基準額
×2.1

月額 11,067円
（年額132,804円)

　
　巡
回
バ
ス
の
運
行
事
業
者

が
変
更
に
な
り
ま
す

◎
問
い
合
わ
せ　

企
画
課

　

企
画
係　

☎
３
７
‐
０
１
０
２

　

４
月
１
日
（
金
）
か
ら
神
埼
市

巡
回
バ
ス
の
運
行
事
業
者
が
変
更

に
な
り
ま
す
。

ぜ
ひ
巡
回
バ
ス
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

巡
回
バ
ス
は
、
神
埼
駅
を
中

心
に
「
神
埼
コ
ー
ス
」「
千
代

田
コ
ー
ス
」
の
２
路
線
を
運
行

し
て
い
ま
す
。

　

医
療
機
関
、
ス
ー
パ
ー
、
公

共
施
設
な
ど
へ
の
日
常
生
活
の

身
近
な
移
動
手
段
と
し
て
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

○
運
行
日　

月
曜
日
～
土
曜
日

　
（
日
曜
日
・
祝
祭
日
・

�

年
始
の
３
日
間
は
運
休
）

○
料
金　

大
人　
　

２
０
０
円

　
　
　
　

子
ど
も　

１
０
０
円

※
車
内
で
お
得
な
回
数
券
も
販

売
し
て
い
ま
す
。

◆
「
神
埼
コ
ー
ス
」

　
（
有
）
神
埼
タ
ク
シ
ー

　
（
有
）
ジ
ョ
イ
ッ
ク
ス
交
通
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後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
皆
さ
ま
へ

平
成
28
・
29
年
度
の
保
険
料
率
が
決
定
し
ま
し
た

◎
問
い
合
わ
せ　

市
民
課　

後
期
高
齢
年
金
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
５

　
　
　
　
　
　
　

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　

☎
６
４
‐
８
４
７
６

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
法
律
に
よ
り

２
年
ご
と
に
保
険
料
率
を
改
定
し
ま
す
。
今

回
の
改
定
で
は
、
一
人
あ
た
り
の
医
療
費
の

増
加
な
ど
に
よ
り
、
保
険
料
率
の
上
昇
が
見

込
ま
れ
ま
し
た
が
、
県
財
政
安
定
化
基
金
や

剰
余
金
の
活
用
に
よ
り
、平
成
26
・
27
年
度

の
保
険
料
率
に
据
え
置
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

◆
保
険
料
の
計
算
方
法
（
平
成
28
・
29
年
度
）

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人
あ
た
り
い
く

ら
と
決
め
ら
れ
る
「
被
保
険
者
均
等
割
額
」

と
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
る

「
所
得
割
額
」
を
合
計
し
た
額
と
な
り
、
対

象
と
な
る
被
保
険
者
の
方
全
員
に
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。

◆
所
得
の
低
い
方
へ
の
軽
減
措
置

　

～
被
保
険
者
均
等
割
額
の
軽
減
が
拡
大
～

◆
保
険
料
の
納
め
方

・
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の
方

　

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
ま
す
。

①
特
別
徴
収
（
２
か
月
ご
と
に
支
給
さ
れ
る

年
金
か
ら
の
お
支
払
い
）

　

た
だ
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
介

護
保
険
料
を
合
計
し
て
年
金
額
の
半
分
を
超

え
る
場
合
は
、
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は

口
座
振
替
）
で
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

※
特
別
徴
収
の
方
は
、
２
月
の
保
険
料
と
同

じ
額
が
、
翌
年
度
の
４
月
・
６
月
・
８
月

に
徴
収
さ
れ
ま
す
（
仮
徴
収
）。
そ
の
後
、

毎
年
６
月
に
確
定
す
る
年
間
保
険
料
額
か

ら
、
仮
徴
収
で
納
め
た
額
を
差
し
引
き
、

残
っ
た
額
を
３
回
に
分
け
て
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

②
被
保
険
者
ご
本
人
、
世
帯
主
、
配
偶
者
等

の
方
の
口
座
か
ら
の
「
口
座
振
替
」
に
よ

る
お
支
払
い
。

※
市
民
課　

後
期
高
齢
年
金
係
で
特
別
徴
収

を
中
止
す
る
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※
世
帯
主
、
配
偶
者
等
の
口
座
か
ら
の
お
支

払
い
に
変
更
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
方

の
社
会
保
険
料
控
除
と
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
世
帯
と
し
て
の
所
得
税
・
住
民
税
が

減
額
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の
方

　

普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）

で
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

年間保険料
（限度額57万円）

被保険者
均等割額
一人あたり

51,800円

所得割額
被保険者に
係る基礎控
除後の総所
得金額等　
×9.88％

＝

＋

被保険者均等割額
世帯（被保険者および世帯主）の総所得金額
等の合計額

軽減後の額
（年額）

軽減割合

「基礎控除（33万円）」を超えない世帯で、そ
の世帯の被保険者全員の各所得（年金の場合
は、年金収入から80万円を差し引いた額を使
用）の合計が０円となる世帯

5,100円 ９割軽減

「基礎控除（33万円）」を超えない世帯 7,700円 8.5割軽減
「基礎控除（33万円）＋26.5万円×世帯の被
保険者数」を超えない世帯　※１

25,900円 ５割軽減

「基礎控除（33万円）＋48万円×世帯の被保
険者数」を超えない世帯　※２

41,400円 ２割軽減

※１ 平成27年度は26万円　　　※２ 平成27年度は47万円

　
　認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
に

な
り
ま
せ
ん
か
？

◎
問
い
合
わ
せ　

高
齢
障
が
い
課　

地
域
支
援
係

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）☎
３
７
‐
０
１
１
１

　

認
知
症
の
あ
る
高
齢
者
や
そ
の
家
族
が

地
域
の
中
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
く
た

め
に
は
、
地
域
で
見
守
り
支
え
て
い
く
体
制

が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
、
市
で
は
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
、
認
知
症
に
つ

い
て
正
し
く
理
解
し
、
認
知
症
の
人
や
家
族

を
温
か
く
見
守
り
、
支
援
す
る
応
援
者
の
こ

と
を
言
い
ま
す
。
講
座
で
得
た
知
識
を
友

人
・
家
族
に
伝
え
る
こ
と
、
認
知
症
の
人
や

そ
の
家
族
の
気
持
ち
を
理
解
し
よ
う
と
努

め
る
こ
と
も
サ
ポ
ー
タ
ー
に
で
き
る
支
援

の
一
つ
で
す
。

　

市
で
は
、
企
業
、
各
種
団
体
や
地
域
団
体

か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
、
出
前
講
座
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

に
な
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

★
出
前
講
座

○
時
間　
　

　

60
分
～
90
分

○
申
込
人
数　

　

５
人
程
度
か
ら
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各課からのお知らせ

　
　

　
　

納
め
て
安
心
！
国
民
年
金
～
国
民
年
金
保
険
料
と
納
付
方
法
～

各
種
手
当
の
額
が
改
定
に
な
り
ま
す

◎
問
い
合
わ
せ　

佐
賀
年
金
事
務
所　

☎
３
１
‐
４
１
９
１

　
　
　

市
民
課　

後
期
高
齢
年
金
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
５

◎
問
い
合
わ
せ

　
〈
ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
給
付
〉

　
　

福
祉
課　

社
会
福
祉
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
０

　
〈
障
が
い
者
に
対
す
る
給
付
〉

　
　

高
齢
障
が
い
課　

障
が
い
者
福
祉
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
１

◆
平
成
28
年
４
月
か
ら
の
国
民
年

金
保
険
料
が
決
定
し
ま
し
た

　

平
成
28
年
度　

　
　
　

月
額
１
６
，２
６
０
円

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年

金
機
構
か
ら
４
月
上
旬
に
送
付
さ

れ
る
納
付
書
や
口
座
振
替
等
に

よ
っ
て
、
毎
月
の
保
険
料
を
翌
月

の
末
日
ま
で
に
金
融
機
関
（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
含
む
）
ま
た
は
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。

◆
便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
も
利

用
で
き
ま
す

　

口
座
振
替
で
納
め
る
と
手
間
が

か
か
ら
ず
、
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
こ

と
も
で
き
ま
す
。
口
座
振
替
の
手

続
き
は
、
佐
賀
年
金
事
務
所
、
市

役
所
、
金
融
機
関
の
窓
口
で
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

　

当
月
分
保
険
料
を
当
月
末
に
引

き
落
と
す
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ

た
場
合
、
月
々
50
円
が
割
引
さ
れ

ま
す
（
早
割
制
度
）。
ま
た
、
６
ヶ

月
前
納
等
を
希
望
さ
れ
た
場
合
に

も
、
現
金
払
い
で
納
付
さ
れ
る
よ
り

割
引
額
が
お
得
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
大
変
お
得
な
前
納
制
度

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
翌
年
３

月
分
ま
で
の
期
間
ま
た
は
定
め
ら

れ
た
月
数
に
つ
い
て
前
納
す
る

と
、保
険
料
の
割
引
が
あ
り
ま
す
。

【
平
成
28
年
度
保
険
料
１
年
分
を

現
金
払
い
で
前
納
し
た
場
合
】

・
毎
月
払
い

　

１
６
，２
６
０
円
×
12
ヶ
月

�
＝
１
９
５
，１
２
０
円

・
前
納
納
付
書
で
１
年
分
を
納
付

�

１
９
１
，６
６
０
円

※
そ
の
他
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に

よ
る
お
支
払
い
も

で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

3,460円のお得です！

　

平
成
27
年
全
国
消
費
者
物
価
指
数
の
実
績
値
が
、
対
前
年
比
０
・
８
％

と
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
各
種
手
当
額

が
０
・
８
％
の
引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。【

児
童
扶
養
手
当
】

　

18
歳
未
満
の
児
童
が
い
る

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母

な
ど
に
対
し
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

　

20
歳
未
満
で
、
身
体
や
精

神
に
中
等
度
以
上
の
障
が
い

を
有
す
る
児
童
の
父
も
し
く

は
母
、
ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ

て
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
特
別
障
害
者
手
当
】

　

20
歳
以
上
で
、
著
し
く
重
度

の
障
が
い
状
態
に
あ
る
た
め
、

日
常
生
活
で
常
時
特
別
な
介

護
を
必
要
と
す
る
障
が
い
者

本
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

　

20
歳
未
満
で
、
重
度
の
障
が

い
状
態
に
あ
る
た
め
、
日
常
生

活
で
常
時
介
護
を
必
要
と
す

る
障
が
い
児
本
人
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

手当名 平成27年度 平成28年度
母子家庭・父子家庭
などに対する給付

児童扶養手当
（子１人、全部支給の場合） 42,000円 42,330円

（＋330円）

障がい者などに対す
る給付

特別児童扶養手当

（１級）　　
51,100円

（２級）　　
34,030円

（１級）　　
51,500円

（＋400円）
（２級）　　
34,300円

（＋270円）

特別障害者手当 26,620円 26,830円
（＋210円）

障害児福祉手当 14,480円 14,600円
（＋120円）

　
　４
月
１
日
か
ら
交
付
し
ま
す

◎
問
い
合
わ
せ　

高
齢
障
が
い
課

　

障
が
い
者
福
祉
係
・
地
域
支
援
係

　
　
　
　
　
　

☎
３
７
‐
０
１
１
１

◆
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券

○
対
象
者　

次
の
手
帳
を
お
持
ち

で
自
宅
に
お
住
ま
い
の
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
、
２
級

・
療
育
手
帳
Ａ

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

　

級
・
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
か
つ
療

育
手
帳
Ｂ

※
対
象
と
な
っ
て
も
交
付
を
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
自
動
車
税
や
軽
自
動
車
の
減
免

を
受
け
て
い
る
場
合

・
所
得
制
限
度
額
を
超
え
て
い
る

場
合

○
申
請
に
必
要
な
も
の

　

障
害
者
手
帳
、
印
鑑

◆
は
り
・
灸
等
施
術
券

○
対
象
者　

神
埼
市
内
に
お
住
ま

い
の
70
歳
以
上
の
方

○
申
請
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
本
人
と
確
認
で
き
る
も

の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

○
交
付
場
所
（
福
祉
タ
ク
シ
ー

券
、
は
り
・
灸
等
施
術
券
）

　

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
が
い
課

　

各
支
所　

総
合
窓
口
課
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不
妊
治
療
費
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す

風
し
ん
予
防
接
種
費
用
を
助
成
し
て
い
ま
す

　

～
平
成
28
年
度
ま
で
で
す
～

◎
申
請
・
問
い
合
わ
せ　

健
康
増
進
課　

母
子
保
健
係　

☎
５
１
‐
１
２
３
４

◎
申
請
・
問
い
合
わ
せ　

健
康
増
進
課　

母
子
保
健
係　

☎
５
１
‐
１
２
３
４

　

市
で
は
、
不
妊
治
療
を
受
け
て

い
る
方
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を

図
る
た
め
、
治
療
に
要
す
る
費
用

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

〇
助
成
対
象
と
な
る
治
療

　

夫
婦
間
で
行
う
健
康
保
険
が
適

用
さ
れ
な
い
人
工
授
精
、
体
外

受
精
（
凍
結
胚
の
移
植
を
含
む
）、

顕
微
授
精
（
凍
結
胚
の
移
植
を
含

む
）。

〇
助
成
対
象
者

　

婚
姻
届
を
行
っ
た
夫
婦
で
、
次

の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
。

・
人
工
授
精
・
体
外
受
精
・
顕

微
授
精
以
外
の
治
療
法
に
よ
っ

て
は
、
妊
娠
の
見
込
み
が
な
い

か
ま
た
は
極
め
て
少
な
い
夫
婦

と
医
師
に
診
断
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

・
夫
ま
た
は
妻
の
い
ず
れ
か
一
方

ま
た
は
両
方
が
、
１
年
以
上
神

埼
市
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
。

・
夫
お
よ
び
妻

の
前
年
の
所

得
の
合
計
額

が
７
３
０
万

円
未
満
で
あ

る
こ
と
。

〇
助
成
金
額

　

医
療
機
関
に
支
払
っ
た
助
成
対

象
治
療
費
の
費
用
に
10
分
の
７
を

乗
じ
て
得
た
額
か
ら
、
佐
賀
県
不

妊
治
療
支
援
事
業
に
よ
る
助
成
金

額
等
を
差
し
引
い
た
額
。

　

た
だ
し
、
初
年
度
は
20
万
円
、

次
年
度
以
降
は
1
年
度
あ
た
り
10

万
円
を
限
度
と
し
ま
す
。

〇
助
成
期
間　

　

通
算
し
て
５
年
間

〇
申
請
期
間

�

（
平
成
28
年
度
治
療
分
）

　

平
成
28
年
４
月
１
日
～

�

平
成
29
年
３
月
31
日　

〇
受
付
時
間

　

午
前
８
時
30
分
～

　
　
　

午
後
５
時
15
分

※
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

《
平
成
27
年
度

　
　
　

治
療
分
に
つ
い
て
》

　

治
療
終
了
日
が
平
成
28
年
２

月
１
日
か
ら
３
月
31
日
ま
で
の

場
合
は
、
４
月
28
日
（
木
）
ま

で
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

有
料
広
告

《神埼遺言センター》
　公正証書遺言と自筆証書遺言の作成をお手伝いし
ます。費用は千円以内から、小生への報酬は０円か
らです。

【事務所】神埼市神埼町鶴3700番地（犬の目西溝）
　　　　 （元岡材木店・元岡ブロック事務所）

【電話番号】0952-52-2000（宮地）
【ファックス】0952-52-2005
あなたの事情にあう遺言作成のお手伝いをします。

　
　し
尿
汲
み
取
り
料
金
を

改
定
し
ま
し
た

◎
問
い
合
わ
せ　

生
活
環
境
推
進
室

　

生
活
環
境
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
２

　

し
尿
汲
み
取
り
料
金
を
４
月
か

ら
次
の
と
お
り
改
定
し
ま
し
た
。

※
１
リ
ッ
ト
ル
あ
た
り
の
単
価

　
　
（
改
定
前
）　　
　
（
改
定
後
）

【
神
埼
町
】

　
　

11
･

52
円　

→　

12
･

06
円

【
千
代
田
町
】

�

10
･
８
円　

→　

11
･

34
円

【
脊
振
町
】

�

11
･

52
円　

→　

12
･

06
円

　
　　

妊
娠
初
期
の
女
性
が
風
し
ん
に

か
か
る
と
、赤
ち
ゃ
ん
の
目
や
耳
、

心
臓
に
障
が
い
が
で
る
「
先
天
性

風
し
ん
症
候
群
」
が
発
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
妊
娠
中
は
予

防
接
種
が
受
け
ら
れ
ず
、
周
囲
が

予
防
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
市
で
は
女
性
が
安
心

し
て
妊
娠
・
出
産
で
き
る
よ
う
に
、

風
し
ん
予
防
接
種
（
麻
し
ん
風
し

ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
ま
た
は
風
し
ん

ワ
ク
チ
ン
）
の
接
種
費
用
を
助
成

し
て
い
ま
す
。

○
助
成
期
間

　

平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で

○
助
成
内
容

　

麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン

ま
た
は
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
の
予
防

接
種
に
か
か
る
費
用
の
全
部
。
助

成
回
数
は
、1
人
１
回
の
み
で
す
。

○
対
象
者

　

神
埼
市
に
住
民
票
の
あ
る
、
妊

娠
を
予
定
ま
た
は
希
望
す
る
女
性

ま
た
は
風
し
ん
抗
体
価
が
低
い
妊

婦
の
同
居
者
で
、
次
の
条
件
を
満

た
す
方
。

・
風
し
ん
に
罹
患
し
た
こ
と
が
な

く
、
風
し
ん
の
ワ
ク
チ
ン
を
受

け
た
こ
と
が
な
い
方

・
風
し
ん
罹
患
ま
た
は
風
し
ん
の

ワ
ク
チ
ン
接
種
歴
が
不
明
の
方

・
風
し
ん
の
罹
患
、
風
し
ん
の
ワ

ク
チ
ン
接
種
歴
を
問
わ
ず
、
風

し
ん
Ｈ
Ｉ
抗
体
価
が
16
倍
以
下

の
方

○
申
請
場
所

　

神
埼
町
保
健
セ
ン
タ
ー

　

千
代
田
町
保
健
セ
ン
タ
ー

○
申
請
者　

　

本
人
ま
た
は
同
居
家
族

○
持
参
す
る
も
の

・
窓
口
に
申
請
に
き
た
方
の
身
分

証
明
書
（
健
康
保
険
証
、
運
転

免
許
証
な
ど
）

・
認
め
印

・
風
し
ん
抗
体
価
が
低
い
と
分

か
っ
て
い
る
方
は
、
風
し
ん
抗

体
価
が
わ
か
る
も
の

・
風
し
ん
抗
体
価
が
低
い
妊
婦
の

同
居
者
の
方
は
、
妊
婦
の
母
子

健
康
手
帳
と
妊
婦
の
風
し
ん
抗

体
価
が
わ
か
る
も
の
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各課からのお知らせ

【軽自動車税】税額が変更となりました
◎問い合わせ　税務課　市民税係　☎37-0114

　地方税法の一部改正に伴い、平成28年度から軽自動
車税の税額が次表のとおり変更となりました。
　グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から
13年を経過した三輪および四輪の軽自動車について重
課税額となります。（電気軽自動車、メタノール軽自動

※グリーン化特例（軽課税額）の対象となる燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
　①電気軽自動車または天然ガス軽自動車（平成21年排出ガス10％低減）

　②乗　用：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成32年度燃費基準＋20％達成車

　　貨物用：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成27年度燃費基準＋35％達成車

　③乗　用：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成32年度燃費基準

　　貨物用：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成27年度燃費基準＋15％達成車

※軽自動車税は、４月１日現在登録のある車両をお持ちの方に年税分を課税します。年度の途中で廃車、譲渡して
も当該年度の軽自動車税はかかります。（軽自動車税には月賦課税の制度はありません）

車、混合メタノール軽自動車、電力併用軽自動車、被
けん引自動車は除く）
　また、平成27年４月１日以降に最初の新規検査を受
けた三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能、燃
費性能が優れた車両にグリーン化特例（軽課税額）を
適用します。

＜原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等＞
車種区分 平成27年度まで

原動機付
自転車

一種　　50cc以下 1,000円
二種乙　90cc以下 1,200円
二種甲　125cc以下 1,600円

ミニカー 2,500円
軽二輪 2,400円

小型特殊
（農耕用） 1,600円
（その他） 4,700円

小型二輪 4,000円

＜三輪・四輪以上の軽自動車＞
○平成27年３月31日以前に最初の新規検査を受けた車

車種区分
税　　額

平成15年１月以降に最初の
新規検査を受けた車

平成14年12月以前に最初の新
規検査を受けた車（重課税額）

軽四輪乗用
（自家用） 7,200円 12,900円
（営業用） 5,500円 　8,200円

軽四輪貨物
（自家用） 4,000円 　6,000円
（営業用） 3,000円 　4,500円

軽三輪 3,100円 　4,600円

○平成27年４月１日以降に最初の新規検査を受けた車

車種区分 税　額

グリーン化特例（軽課税額）
排ガス性能および燃費性能に応じて税額を軽減（新税額対象者）
①税額をおおむね

75％軽減
②税額をおおむね

50％軽減
③税額をおおむね

25％軽減

軽四輪乗用
（自家用） 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円
（営業用） 　6,900円 1,800円 3,500円 5,200円

軽四輪貨物
（自家用） 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円
（営業用） 　3,800円 1,000円 1,900円 2,900円

軽三輪 　3,900円 1,000円 2,000円 3,000円

新税額

2,000円
2,000円
2,400円
3,700円
3,600円
2,400円
5,900円
6,000円

※最初の新規検査とは、
今までに車両番号の
指定を受けたことの
ない軽自動車を、新
たに使用する際に受
ける検査です。検査
年月は、車検証の「初
度検査年月」を確認
してください。
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「
固
定
資
産
課
税
台
帳
」の

縦
覧
・
閲
覧
が
で
き
ま
す

農
地
中
間
管
理
事
業
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

◎
問
い
合
わ
せ　

税
務
課　

資
産
税
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
４

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

農
政
水
産
課　

農
政
企
画
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
７

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
業
委
員
会
事
務
局　

☎
３
７
‐
０
１
０
８

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
農
業
公
社　

☎
２
０
‐
１
５
９
０

　

固
定
資
産
税
は
、
市
民
税
と
並

び
市
の
財
源
を
支
え
る
基
幹
的
な

税
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
ま
す
。

　

固
定
資
産
の
評
価
額
が
適
正
か

ど
う
か
を
確
認
で
き
る
制
度
と
し

て
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧
・

閲
覧
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

◆
縦
覧

　

自
己
の
資
産
と
他
の
固
定
資
産

の
評
価
額
を
比
較
す
る
こ
と
で
評

価
額
が
適
正
か
ど
う
か
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
縦
覧
で
き
る
方

　

神
埼
市
内
に
土
地
・
家
屋
を
所

有
し
て
い
る
固
定
資
産
税
の
納
税

者○
縦
覧
期
間　

　

４
月
１
日
（
金
）
～

　
　
　
　
　

５
月
31
日
（
火
）

　
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

○
場
所　

神
埼
市
役
所　

税
務
課

　

農
地
中
間
管
理
事
業
と
は
、
佐

賀
県
農
業
公
社
（
農
地
中
間
管
理

機
構
と
し
て
県
か
ら
指
定
）
が
、

農
地
の
出
し
手
か
ら
農
地
を
借
り

受
け
て
、
経
営
規
模
の
拡
大
や
農

地
の
集
約
化
を
図
ろ
う
と
す
る
担

い
手
に
貸
し
付
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
農
地
の
有
効
利
用
や
地
域
の

農
地
利
用
の
効
率
化
を
進
め
て
い

く
も
の
で
す
。

︻
農
地
の
借
り
受
け

 

希
望
者
の
公
募
︼

○
借
り
入
れ
を
希
望
さ
れ
る
方

　

借
り
入
れ
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
公
社
が
毎
年
３
回
募
集
を
行

い
ま
す
の
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

・
今
回
の
募
集
期
間
は
、
４
月
１

日
（
金
）
か
ら
５
月
６
日
（
金
）

ま
で
で
す
。

・
募
集
要
項
は
、
窓
口
も
し
く
は

農
業
公
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　
（
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

　
http://saga-agri.o

r.jp/

◆
閲
覧

　

自
己
所
有
の
固
定
資
産
税
の
基

礎
と
な
る
価
格
な
ど
を
記
載
の

「
固
定
資
産
課
税
台
帳（
名
寄
帳
）」

の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

○
閲
覧
で
き
る
方

　

固
定
資
産
の
所
有
者
（
納
税
義

務
者
）、
借
地
借
家
人
等

○
閲
覧
期
間　

　

４
月
１
日
（
金
）
か
ら
通
年

　
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

○
場
所　

　

税
務
課
、
各
支
所
総
合
窓
口
課

○
貸
し
付
け
希
望
の
申
し
出

　

農
地
の
貸
し
付
け
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
神
埼
市
役
所
（
農
政
水

産
課
ま
た
は
農
業
委
員
会
）
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

・
公
社
が
借
り
入
れ
る
農
地
は
、

担
い
手
が
活
用
で
き
る
農
地
を

対
象
と
し
ま
す
。

・
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
機

構
集
積
協
力
金
の
交
付
対
象
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
本
人
確
認
が
で
き
る
公
的
身
分

証
明
書
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※
代
理
人
の
場
合

　

委
任
状
お
よ
び
代
理
人
の
公
的

身
分
証
明
書

※
借
地
借
家
人
等
の
場
合

　

賃
貸
契
約
書
な
ど
（
有
償
の
賃

貸
借
で
対
象
と
な
る
土
地
・
建

物
が
明
確
な
も
の
）

　
　男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

◎
問
い
合
わ
せ

　

神
埼
市
男
女
共
同
参
画
推
進

　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

 

髙
栁

　

☎
５
２
‐
４
７
０
９

   

総
務
課　

秘
書
広
報
係　

　

☎
３
７
‐
０
０
８
８

　

神
埼
市
男
女
共
同
参
画
推
進

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
男
性
も
女

性
も
互
い
に
認
め
合
い
、
協
働
で

明
る
い
社
会
を
築
い
て
い
く
こ
と

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

次
の
と
お
り
、
男
女
共
同
参
画

に
関
す
る
講
演
会
を
開
催
し
ま

す
。

　

皆
さ
ん
の
た
く
さ
ん
の
ご
来
場

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

○
と
き

　

５
月
21
日
（
土
）

　

午
後
２
時
30
分
～
３
時
50
分

○
と
こ
ろ

　

神
埼
市
中
央
公
民
館　

　

第
１
研
修
室

○
対
象　

ど
な
た
で
も

○
参
加
費　

無
料

○
演
題

　

弁
護
士
は
見
た
！

　

家
庭
内
の
男
女
共
同
参
画
事
情

○
講
師

　

安
永　

恵
子
さ
ん

　
（
安
永
法
律
事
務
所　

副
所
長
）
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各課からのお知らせ

　
　

　
　

　
　

仕
事
や
生
活
の
悩
み
を

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か

就
学
援
助
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

学
校
教
育
総
務
課

教
育
総
務
係　

☎
４
４
‐
２
２
９
６

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

神
埼
市
生
活
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
千
代
田
町
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
９
７
‐
６
７
３
０

◎
申
請
・
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

社
会
福
祉
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
０

神
埼
市
生
活
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
の
巡
回
相
談

　

本
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
神
埼
市
役
所
本
庁
、
千
代
田

支
所
お
よ
び
脊
振
支
所
の
３
会
場
で
巡
回
相
談
（
予
約

優
先
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

巡
回
相
談
で
は
「
仕
事
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
」

「
生
活
が
苦
し
い
」「
生
活
に
困
っ
て
い
る
が
、
ど
こ
の

窓
口
に
相
談
し
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
」
な
ど
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

小
中
学
校
に
通
う
お
子
さ
ん
の
学
用
品
費

等
の
支
払
い
に
経
済
的
な
理
由
で
お
困
り
の

ご
家
庭
に
対
し
、
費
用
の
一
部
を
援
助
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

〇
対
象

　

市
内
在
住
で
子
ど
も
が
小
中
学
校
に
在
籍

す
る
保
護
者
で
、
次
の
項
目
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
、
教
育
委
員
会
で
認
め
ら
れ
た
方

①
生
活
保
護
が
廃
止
ま
た
は
停
止
に
な

り
、
な
お
生
活
が
苦
し
く
諸
学
費
に

困
っ
て
い
る
方

②
市
町
村
民
税
が
非
課
税
の
方

③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る

方
④
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
に
よ
る
貸
付

け
を
受
け
て
い
る
方

⑤
①
～
④
以
外
で
病
気
な
ど
の
特
別
な
事

情
が
あ
り
、
収
入
が
著
し
く
減
少
し
て

い
る
方

〇
申
込
方
法

　
「
就
学
援
助
申
請
書
」（
教
育
委
員
会
、
学

校
に
設
置
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
学
校

教
育
総
務
課
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
な
お
、

昨
年
度
受
給
さ
れ
て
い
た
場
合
は
、
市
内
小

中
学
校
へ
の
提
出
も
可
能
で
す
。

〇
申
請
期
間　

随
時
受
付

※
４
月
分
か
ら
を
希
望
さ
れ
る
場
合

　

４
月
１
日
（
金
）
～
28
日
（
木
）　　

※
申
請
さ
れ
た
方
す
べ
て
が
対
象
と
な
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

神埼市生活自立支援センター
場
所

千代田支所
２－２会議室（小）

神埼市役所
福祉課相談室

脊振支所
１号会議室

時
間 ９：00～12：00 ９：00～12：00 ９：30～12：00

巡
回
日

４月20日（水） ４月13日（水）  ４月６日（水）

５月18日（水） ５月11日（水） ５月12日（木）

６月15日（水）  ６月８日（水）  ６月１日（水）

○相談窓口
　神埼市生活自立支援センター
　（千代田町福祉センター２階）　☎97-6730
　開所時間：月曜日～金曜日　午前９時～午後５時

※
期
限
を
過
ぎ
る
と
第
十
回
特
別
弔
慰
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
請
求
に
必
要
な
書
類
等

①
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰

金
請
求
書

②
第
十
回
特
別
弔
慰
金
国
債
券
印
鑑
等
届

出
書

③
戦
没
者
等
の
遺
族
の
現
況
等
申
立
書

④
特
別
弔
慰
金
請
求
同
意
書
（
同
順
位
者

が
い
る
場
合
）

⑤
戸
籍
書
類
等
（「
平
成
27
年
４
月
１
日

（
基
準
日
）
現
在
の
請
求
者
の
戸
籍
抄

本
」
等
）

※
①
～
④
に
つ
い
て
は
、
福
祉
課
お
よ
び

各
支
所
総
合
窓
口
課
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

※
そ
の
他
、
過
去
の
申
請
状
況
等
に
よ
り

必
要
書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
窓
口

　

福
祉
課
お
よ
び
各
支
所
総
合
窓
口
課

◆
既
に
申
請
が
お
済
み
の
方

　

既
に
申
請
が
済
ん
だ
方
へ
は
、
国
債
の

準
備
が
で
き
次
第
、
郵
送
に
て
ご
連
絡
を

差
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
市
か
ら
の
通
知

を
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

◆
支
給
対
象
者

　

平
成
27
年
４
月
１
日
（
基
準
日
）
に

お
い
て
、「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」

や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

よ
る
遺
族
年
金
」
等
を
受
け
る
方
（
戦
没

者
の
妻
や
父
母
）
が
い
な
い
場
合
に
、
次

の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
で

①
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者

戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金

の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

②
戦
没
者
等
の
子

③
戦
没
者
等
の
（
１
）
父
母
（
２
）
孫
（
３
）

祖
父
母
（
４
）
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
を

有
し
て
い
る
こ
と
等
の
要
件
に
よ
り
、

順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

④
前
述
①
か
ら
③
以
外
の
戦
没
者
等
の
３

親
等
以
内
の
親
族
（
甥
、
姪
等
）

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１

年
以
上
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
に

限
り
ま
す
。

◆
支
給
内
容

　

額
面
25
万
円（
５
年
償
還
の
記
名
国
債
）

◆
請
求
期
限

　

平
成
30
年
４
月
２
日
ま
で
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障
害
者
差
別
解
消
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た

◎
問
い
合
わ
せ　

高
齢
障
が
い
課　

障
が
い
者
福
祉
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
１

　

４
月
１
日
か
ら
﹃
障
害
を
理
由

と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関

す
る
法
律
（
障
害
者
差
別
解
消

法
）﹄
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
法
律
は
、
国
の
行
政
機
関

や
地
方
公
共
団
体
等
お
よ
び
民
間

事
業
者
に
よ
る
「
障
が
い
を
理
由

と
す
る
差
別
」
を
禁
止
す
る
こ
と

を
定
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
障
が
い
の
あ
る
方
か
ら

何
ら
か
の
配
慮
を
求
め
る
意
思
の

表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
負
担

に
な
り
過
ぎ
な
い
範
囲
で
、
社
会

的
障
壁
を
取
り
除
く
た
め
に
必
要

で
合
理
的
な
配
慮
を
行
う
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。

　
　
　

社
会
的
障
壁
と
は
何
で
す

　
　
　

か
？

　
　
　

障
が
い
の
あ
る
方
に
と
っ

　
　
　

て
、
日
常
生
活
や
社
会
生

活
を
送
る
う
え
で
障
壁
と
な
る
よ

う
な
も
の
を
指
し
ま
す
。
利
用
し

に
く
い
施
設
、
設
備
や
制
度
の
ほ

か
に
、
障
が
い
の
あ
る
方
へ
の
偏

見
や
従
来
か
ら
あ
る
習
慣
な
ど
も

含
ま
れ
ま
す
。

◆
法
の
ポ
イ
ン
ト

※
こ
の
法
律
に
基
づ
き
、
差
別
解
消

に
関
す
る
相
談
窓
口
を
高
齢
障
が

い
課
に
設
置
し
ま
し
た
。
障
が
い

を
理
由
と
す
る
差
別
を
受
け
た
と
き

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
障
が
い
を
理
由
と
す
る

　

不
当
な
取
扱
い
（
例
）

　

障
が
い
が
あ
る
と
い
う
理
由
だ

け
で
、
不
当
に
次
の
行
為
を
行
う

こ
と
は
「
不
当
な
差
別
的
取
り
扱

い
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

・
ア
パ
ー
ト
を
貸
し
て
も
ら
え
な

い
・
車
い
す
だ
か
ら
と
お
店
に
入
れ

な
い

◆
合
理
的
な
配
慮
（
例
）

　

障
が
い
の
あ
る
方
か
ら
何
ら
か

の
配
慮
を
求
め
る
意
思
表
示
が

あ
っ
た
と
き
、
負
担
が
重
く
な
ら

な
い
範
囲
で
、
そ
の
人
の
障
が
い

の
程
度
に
応
じ
て
必
要
か
つ
合
理

的
な
配
慮
を
提
供
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

・
聴
覚
障
が
い
の
あ
る
方
に
対

し
、
筆
談
で
対
応
す
る

・
視
覚
障
が
い
の
あ
る
方
に
対

し
、
文
章
を
読
み
上
げ
る

・
知
的
障
が
い
の
あ
る
方
に
対

し
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
や
話

し
方
で
説
明
す
る

い
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

・
ア
パ
ー
ト
を
貸
し
て
も
ら
え
な

・
聴
覚
障
が
い
の
あ
る
方
に
対

不当な差別的取扱い 障がい者への合理的配慮

国の行政機関・
地方公共団体

禁止
不当な差別的取扱いが
禁止されます。

法的義務
障がい者に対し、合理的配慮
を行わなければなりません。

民間事業者（個
人事業者、NPO
等の非営利事業
者を含む）

努力義務
障がい者に対し、合理的配慮
を行うよう努めなければなり
ません。

　
　「
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
」

～
４
月
15
日
か
ら
申
請
受
付
開
始
～

◎
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

社
会
福
祉
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
０

　
「
一
億
総
活
躍
社
会
」
の
実
現

に
向
け
、
賃
金
引
き
上
げ
の
恩
恵

が
お
よ
び
に
く
い
低
所
得
の
高
齢

者
を
支
援
す
る
た
め
、
給
付
金
を

支
給
し
ま
す
。

○
対
象
者

　

平
成
27
年
１
月
１
日
時
点
で
神

埼
市
に
住
民
票
が
あ
り
、
平
成
27

年
度
分
市
民
税（
均
等
割
）が
課
税

さ
れ
て
い
な
い
方
の
う
ち
、
平
成
28

年
度
中
に
65
歳
以
上
と
な
る
方
。

　

た
だ
し
、
平
成
27
年
度
の
市
民

税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
て
い
る

人
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
方
や
、
生

活
保
護
の
受
給
者
は
除
き
ま
す
。

※
住
民
税
に
つ
い
て
未
申
告
の
方

は
、
対
象
と
な
る
か
判
断
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
ま
ず
は
申
告
を

お
願
い
し
ま
す
。

○
支
給
額

　

支
給
対
象
者
一
人

　

３
万
円
（
１
回
限
り
）

○
申
請
期
間

　

４
月
15
日
（
金
）
～

　
　
　
　
　
　

７
月
19
日
（
火
）

※
入
院
等
特
別
な
事
情
が
あ
る
場

合
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
申
請
方
法

　

支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
に
、
４
月
中
旬
に
申
請
書
を

お
送
り
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記

入
し
、
添
付
書
類
と
と
も
に
返
信

用
封
筒
（
切
手
不
要
）
で
郵
送
い

た
だ
く
か
、
窓
口
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

○
受
付
場
所

・
神
埼
市
役
所　

１
‐
１
会
議
室

　
〈
６
月
22
日
（
水
）
か
ら

　

７
月
19
日
（
火
）
は
福
祉
課
〉

・
千
代
田
支
所　

総
合
窓
口
課

・
脊
振
支
所　
　

総
合
窓
口
課

◆
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に

避
難
し
て
い
る
方
へ

　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に

避
難
し
て
い
て
、
住
民
票
を
移
す

こ
と
が
で
き
な
い
方
で
、
一
定
要

件
を
満
た
す
方
は
、
事
前
に
申
し

出
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
実

際
お
住
ま
い
の
市
町
村
で
申
請
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
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各課からのお知らせ

　
　
九
年
庵　

春
の
一
般
公
開

◎
問
い
合
わ
せ　

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
係　

☎
３
７
‐
０
１
０
７

　
　

　
　

仁
比
山
神
社「
大
御
田
祭
」

櫛
田
宮「
み
ゆ
き
大
祭
」

◎
問
い
合
わ
せ

　

仁
比
山
神
社　

☎
５
３
‐
０
３
４
０

◎
問
い
合
わ
せ

　

・
太
神
楽　
　

貞
島　

☎
５
３
‐
１
３
２
５

　

・
締
元
行
列　

藤
井　

☎
５
２
‐
０
２
５
４

　

12
年
ご
と
の
申
年
の
４
月
初
申
の
日
か

ら
二
の
申
ま
で
の
13
日
間
に
限
っ
て
行
わ

れ
る
仁
比
山
神
社
の
大
祭
で
、
平
安
時
代

に
宮
廷
の
勅
使
を
迎
え
て
五
穀
豊
穣
を
祈

願
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
、「
御
田
舞
」

が
奉
納
さ
れ
ま
す
。

◆
仁
比
山
神
社
の
御
田
舞

 

（
県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）

　

豊
作
を
願
い
、
田
植
え
風
景
を
表
現
す

る
民
俗
芸
能
で
す
。
種
ま
き
、
田
植
え
、

病
害
を
払
う
鬼
舞
な
ど
約
１
時
間
半
に
お

よ
び
ま
す
。

〇
日
時
、
場
所

・
４
月
８
日
（
金
）～
10
日
（
日
）、４
月
16

日
（
土
）～
17
日
（
日
）、４
月
20
日
（
水
）

　

午
後
２
時
～

　

仁
比
山
神
社
本
殿
前
本
舞
台

・
４
月
11
日
（
月
）
～
15
日
（
金
）、

　

４
月
18
日
（
月
）

　

午
後
８
時
～　

　

仁
比
山
神
社
本
殿
前
本
舞
台

・
４
月
19
日
（
火
）

　

午
後
２
時
～　

　

下
宮

　
（
仁
王
門
近
く
）　

　

仮
舞
台

　

神
埼
町
櫛
田
宮
の
春
の
大
祭
で
、
２
年

に
一
度
行
わ
れ
ま
す
。
行
列
は
、「
太
神
楽
」

を
先
頭
に
「
締
元
行
列
」
や
「
八
乙
女
」、
５

台
の
「
御
輿
」
が
続
き
、
数
百
メ
ー
ト
ル
に

お
よ
ぶ
行
列
絵
巻
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。

○
日
時
、
場
所

・
お
下
り
（
櫛
田
宮
～
二
丁
目
下
の
宮
）

　

４
月
２
日
（
土
）
午
後
７
時
～
９
時

・
お
上
り
（
二
丁
目
下
の
宮
～
櫛
田
宮
）

　

４
月
３
日
（
日
）
午
後
１
時
～
３
時

◆
太
神
楽
（
県
指
定
重

要
無
形
民
俗
文
化
財
）

　

太
神
楽
は
、
行
列
の

先
頭
の
先
払
い
で
、
獅

子
、
旗
持
ち
、
花
籠
（
夜

は
灯
明
）、
大
宮
司
、
棒

術
使
い
、
サ
サ
ラ
、
め

ず
り
、
笛
、
も
ら
し
（
小
太
鼓
）、
大
太
鼓
、

唄
頭
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
締
元
行
列
（
市
指
定

重
要
無
形
民
俗
文
化

財
）

　

地
元
町
民
に
よ
っ
て

伝
承
さ
れ
て
お
り
、
奴
、

八
乙
女
な
ど
の
役
割
に

分
か
れ
、
さ
い
の
毛
、

傘
鉾
、
は
さ
み
箱
を
交
代
に
投
げ
渡
し
な

が
ら
練
り
歩
き
ま
す
。

　

秋
の
紅
葉
で
全
国
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
国

の
名
勝
「
九
年
庵
」。
平
成
22
年
度
か
ら
春
の
季
節
も

期
間
限
定
で
一
般
公
開
を
し
て
い
ま
す
。

　

園
内
に
あ
る
約
１
４
０
本
の
モ
ミ
ジ
の
新
緑
や
足
元

の
苔
に
、
色
と
り
ど
り
の
ツ
ツ
ジ
が
彩
り
を
添
え
ま
す
。

○
公
開
期
間　

５
月
３
日
（
火
）
～
５
日
（
木
）

　
　
　
　
　
　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時

○
美
化
協
力
金　
（
高
校
生
以
上
）
３
０
０
円

○
駐
車
場　

仁
比
山
公
園

○
駐
車
料
金　

乗
用
車
⋮
５
０
０
円

○
主
催　

神
埼
市
、
神
埼
市
観
光
協
会

○
と
き　

５
月
３
日
（
火
）

　
（
受
付
）　

午
前
８
時
30
分
～
11
時

○
受
付
場
所　

Ｊ
Ｒ
神
埼
駅　

北
口

○
コ
ー
ス
（
13
㎞
）

　

神
埼
駅
～
吉
野
ヶ
里
歴
史
公
園
～
竹
原
王
仁
神

社
（
お
ふ
る
ま
い
）
～
九
年
庵
（
公
開
中
）
～

仁
比
山
神
社
～
梅
の
花
神
埼
村
（
お
ふ
る
ま
い
）

～
白
角
折
神
社
～
神
埼
駅

※
参
加
料
は
無
料
で
す
が
、
九
年
庵
へ
の
入
園
に

は
、
美
化
協
力
金
（
３
０
０
円
）
が
必
要
で
す
。

　

神
埼
市
観
光
協
会
よ
り
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
完
歩
者

（
神
埼
駅
で
の
ゴ
ー
ル
時
）
先
着
１
，０
０
０
名

様
に
「
酒
ま
ん
じ
ゅ
う
」
の
お
ふ
る
ま
い
。

新
緑
の
﹁
九
年
庵
﹂
と

 

お
ふ
る
ま
い
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

神
埼
市
観
光
協
会

会
員
募
集
中

　

神
埼
市
観
光
協
会
は
、「
観
光

客
の
誘
致
、
産
業
の
発
展
と
地
域

の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
」
を

目
的
と
し
て
各
種
事
業
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
こ
の
趣
旨
に
賛
同

し
て
い
た
だ
け
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご

入
会
を
お
願
い
し
ま
す
。
入
会
さ

れ
た
方
に
は
、
１
口
あ
た
り
２
枚

の
九
年
庵
へ
の
入
園
優
待
券
を
差

し
上
げ
て
い
ま
す
。

○
会
費　

　

１
口
⋮
１
，０
０
０
円

　
（
個
人
⋮
１
口
以
上
、
法
人
お

よ
び
団
体
⋮
３
口
以
上
）

※
「
吉
野
ヶ
里
遊
学
館
」「
高
取
山

わ
ん
ぱ
く
館
」
の
物
産
所
へ
の

出
店
者
も
募
集
し
て
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

神
埼
市
観
光
協
会
事
務
局　

　

☎
３
７
‐
０
１
０
７
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政策推進室だより
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有
料
広
告

◆
神
埼
菱
焼
酎
の
﹁
通
販
﹂

　

を
行
っ
て
い
ま
す
！

　

市
の
特
産
物
で
あ
る
菱
の
実

（
和
菱
）
を
使
っ
た
神
埼
菱
焼
酎

を
通
販
で
購
入
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

菱
焼
酎
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
度
数

43
度
の
原
酒
で
、
く
せ
の
な
い

す
っ
き
り
と
し
た
味
わ
い
で
、
刺

身
、
鍋
、
煮
物
と
料
理
を
選
ば
ず
、

ロ
ッ
ク
で
も
水
割
り
で
も
美
味
し

く
お
飲
み
い
た
だ
け
ま
す
。ま
た
、

高
級
感
の
あ
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
、

贈
答
品
に
も
最
適
で
す
。

　

市
で
は
、
菱
の
実
の
ブ
ラ
ン
ド

化
を
図
り
、
地
域
活
性
化
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
ぜ
ひ
皆
さ
ま
に
商

品
を
ご
購
入
い
た
だ
き
、
市
と
神
埼

和
菱
組
合
の
事
業
に
ご
協
力
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
通
販
の
画
面

へ
移
動
で
き
ま
す
。

〇
販
売
価
格
（
税
込
）

　

２
，５
０
０
円
（
１
本
入
り
）

　

５
，０
０
０
円
（
２
本
入
り
）

※
別
途
送
料
が
か
か
り
ま
す
。

〇
購
入
方
法

１
「
47
Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
「
菱
焼
酎
」
を
検
索
し
て

く
だ
さ
い
。

　
〈
通
販
サ
イ
ト
Ｕ
Ｒ
Ｌ
〉

　
http://w

w
w
.4
7
club.jp/4

2
M
-

　
0
0
0
0
8
5
pal/go

o
ds/detail/

　
1
0
0
9
6
1
9
2
/?
intid=

area4
1
_

　
item

0
2

※
「
47
Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
」
と
は
、
佐
賀
新

聞
社
を
は
じ
め
全
国
の
45
の
地
方

新
聞
社
が
厳
選
し
た
逸
品
を
集
め

た
サ
イ
ト
で
す
。

２
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
バ
ナ
ー

（
神
埼
菱
焼
酎
ご
注
文
は
こ
ち
ら
）

を
ク
リ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

３
大
和
酒
造
（
株
）
へ
お
電
話
く
だ

さ
い
。
☎
６
２
‐
３
５
３
５

◆
ふ
る
さ
と
納
税
応
援
事
業

　

者
募
集
中

　

ふ
る
さ
と
納
税
の
お
礼
の
品
を
提

供
い
た
だ
け
る
事
業
者
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
事
業
者
お
よ
び
商
品
の
条

件
を
ご
確
認
の
う
え
、
ご
応
募
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に「
神

埼
市
ふ
る
さ
と
納
税
応
援
事
業
者
募

集
要
項
」「
申
込
用
紙
」
を
掲
載
し

て
い
ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
応
募
用
紙
は
、
政
策
推
進
室

で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

〇
応
募
資
格

①
本
社
ま
た
は
事
業
所
を
市
内
に
有

す
る
法
人
や
個
人
事
業
者

②
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

※
そ
の
他
は
、
募
集
要
項
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

〇
応
募
商
品

①
食
料
品

②
非
食
料
品

③
サ
ー
ビ
ス
・
役
務
等

※
そ
れ
ぞ
れ
に
条
件
が
あ
り
ま
す
。

〇
そ
の
他
の
要
件

①
商
品
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ

せ
、
ク
レ
ー
ム
は
原
則
事
業
者
の

責
任
で
対
応
す
る
こ
と
。

②
発
注
後
、
５
日
以
内
の
納
品
が
可

能
な
も
の
。
た
だ
し
、
季
節
、
期

間
、
数
量
な
ど
限
定
商
品
に
つ
い

て
は
、
提
供
期
間
等
を
明
ら
か
に

し
て
お
く
こ
と
。

〇
商
品
の
価
格

　
（
税
込
、
送
料
を
除
く
）

①
２
，５
０
０
円
未
満
の
も
の

②
２
，５
０
０
円
以
上

　

５
，０
０
０
円
未
満
の
も
の

〇
申
込
方
法

　

提
案
申
込
書
、
誓
約
書
、
商
品
実

物
・
包
装
時
の
写
真
お
よ
び
デ
ー
タ
、

納
税
証
明
書
を
提
出
く
だ
さ
い
。

※
商
品
選
考
後
、
応
募
事
業
者
に
結

果
を
報
告
し
ま
す
。

〇
募
集
期
間　

随
時
募
集

※
た
だ
し
、
商
品
の
選
考
等
は
年
２

回
区
切
っ
て
行
い
ま
す
。

〇
提
出
先

・
政
策
推
進
室　

政
策
推
進
係

　

☎
３
７
‐
０
１
２
１

第２回　春の蔵開きを開催します
　市で収穫された菱の実で作られた「神埼菱焼酎」
が数量限定で販売されます。会場では、試飲もでき
ますので、この機会にご堪能ください。
　また、当日は菱の皮を練り込んだお菓子「ひしぼ
うろ」の販売も行われます。
○とき　４月17日（日）　午前10時～午後３時
○ところ　大和酒造(株)
◎問い合わせ　大和酒造(株)　☎62-3535

政
策
推
進
室
だ
よ
り

◎
問
い
合
わ
せ　

政
策
推
進
室　

政
策
推
進
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
３
７
‐
０
１
２
１
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◆地元産の特産品や新鮮野菜などを販売しています　～納入会員募集中！～
物産館情報

吉野ヶ里　遊・学・館　～４月の「野菜の日」～

◆８日（金）9：00 ～
　「さくら漬け」のおふるまい
　（先着50人）
◆18日（月）9：00 ～
　「お楽しみ抽選会」（先着50人）
　抽選で採れたて新鮮野菜などをプレゼント
◎新規会員（出品者）を募集しています。
　詳しくはお問い合わせください。　

吉野ヶ里遊・学・館は、
３月18日から

「うどんセット（小鉢一品付）」を
始めました。皆さまのご来店を

お待ちしています。

物産所名 営業時間 問い合わせ先

吉野ヶ里
遊・学・館

９：00～ 18：00
（定休日：毎週水曜日）

吉野ヶ里　遊・学・館
（神埼駅北口）☎53-8587

高取山公園
わんぱく館

９：00～ 18：00
（休園日：第2・4水曜日）

高取山公園　わんぱく館
☎51-9020

高取山公園「わんぱく館」

水車の里遊学館ギャラリー
とき・ところ 内　　　　　容 材料費・準備品 主　　　催

４月13日（水）
13：30～ 15：00

楽しい絵手紙　体験してみませんか？
初めての方、お気軽にどうぞ♪

200円
（ハガキ代ほか）

絵手紙サークル　根っこの会
　原　寿巳子　山口　政子

◎申込・問い合わせ　水車の里遊学館　☎53-8884　建設課　都市計画係　☎37-0103

２階ギャラリーで作品展を開催しませんか？
個人、団体、どなたでも！！

※希望される方は、使用日の10日前までに
申込書を提出してください。

◆開館時間　９：30～ 16：00
◆４月の休館日　毎週火曜日

　公園も春を迎えサクラ、シャクナゲ
が咲き始めます。また、４月中旬頃か
ら店頭に山菜が並びます。
  みなさんのお越しをお待ちしています。

※新規会員（出店者）を募集しています。
○年会費　4,000円
◎申込受付
　高取山公園　☎51-9020　
　詳しくは「高取山公園わんぱく館」
までお問い合わせください。

日 曜日 催　　物 開演 入場料 主　　催

4月10日 日 ROCK　STEADY　ＶＯL．6．0 11：30
15：30

前売券2,000円
当日券2,500円

３歳以上～未就学児500円
３歳未満無料

DANCE STUDIO STATUS
☎29-8379

4月17日 日 八谷克幸「県政報告会と感謝の集い」 13：00 無料 はちや克幸後援会
会長　内田　☎53-6320

4月24日 日 サイドB第18回チャリティーカラオケ
発表会 9：30 無料 歌謡サロン　サイドB

☎44-4950

※催物の内容等については、主催者へお問い合わせください。
◎問い合わせ　千代田文化会館「はんぎーホール」　☎44-2051　（休館日：月曜日）

千代田文化会館「はんぎーホール」行事予定表
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４月のおすすめの本 
「県庁そろそろクビですか？」
 円城寺雄介／著　小学館新書

「かあちゃん　えほんよんで」
かさいまり／文　絵本塾出版

　地元佐賀を愛する、佐賀県庁職
員の著書は救急医療改革を進める
全国でも有名な物語。ビジネスマ
ンの心に火をつける情熱のノン
フィクションです。

　忙しいお母さんに絵本を読ん
でほしいと思っているけんたく
ん。なかなかいいだせません。
健気な子どもの気持ちに心がふ
んわりです。

　「家読（うちどく）」は、家族で読書の習慣を共有することです。
家族みんなで好きな本を読んで、読んだ本について話してみませ
んか。これが「家読（うちどく）」です。
　神埼市立図書館には、家読オススメの本がありますよ。

みんなで家読（うちどく）はじめよう!!

図書館名 開館時間 休館日 問い合わせ先

神埼市立図書館
（中央公民館２階）

9：00 ～ 18：00

火曜日・祝日 神埼市立図書館
☎53-2304

神埼市立図書館千代田分館
（千代田支所１階） 祝日・土・日曜日 社会教育課

☎44-2731

神埼市立図書館脊振分館
（脊振2000年館１階） 祝日・日曜日 脊振分館

☎59-2048

※図書館のホームページ　http://library.kanzaki.ed.jp

2016年　第58回こどもの読書週間　標語
「四角い本に　まあるい心」

《春の読書週間　講演会》
～・「絵本でつなぐこころと心」・～

〇とき　４月17日（日）　午前10時～
〇ところ　神埼市中央公民館
　　　　　１階第１和室
〇講師　佐賀女子短期大学
　　　　白根恵子教授
　絵本のスペシャリスト、白根先生のおは
なしを聞いてみませんか。絵本の読みかた
りやすばなしの実演もあります。

【返却についてのお知らせ】

・図書館の開館は９時～ 18時です。
　時間内に返却ができない場合は、

神埼市中央公民館１階の事務室に
時間外返却ができます。（日曜日
は除く）

※ＣＤやＤＶＤは図書館カウンター
へ直接返却をお願いします。

プレアホール神埼

まずはプレアホール神埼へご相談ください永久の旅立ち…

仏壇・仏具・仏壇クリーニング
墓石・墓石クリーニング・法名塔（名前入れ）
法事料理（四十九日・初盆・一周忌・三回忌等）
供養菓子・悲礼返し・礼品等
各種取扱い致しております。

ご葬儀について、『わからない…不安…』そんな方は、
事前相談、お見積り、会館見学、友の会会員募集等、随時受付けいたしております。
ご自宅への無料見積りも随時おこなっておりますのでお気軽にお電話下さい。

年中無休 24時間受付

株式会社ＪＡセレモニーさが
神埼市神埼町本堀2716-4

TEL.0952-55-8008 FAX.0952-55-8007

J A葬祭
その他取扱い商品

有
料
広
告

有
料
広
告
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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥平成28年度　いきいき大学入学申込書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

○と　き　４月９日（土）　19：00 ～ 20：00
○ところ　神埼市中央公民館　ロビー
○内　容　ギター弾き語りとシャンソン
○出演者　・タナヤン　　・アビアント
○曲　目　♪ミラボー橋♪サンジャンの私の恋人♪
　　　　　♪バラ色の人生　ほか

◎問い合わせ　神埼市中央公民館　☎53-2325

土曜の夜は、音楽でくつろぎませんか　！

▲３月は西九州大学の「VoCE」（写真上）と
　和太鼓サークル「堂打」（写真下）による歌
　と太鼓演奏でした。

♬出演してくださる方を随時募集しています。お気軽にお問
　い合わせください。　♬入場無料

♪懐かしい歌を聴けて楽しかった。
♪和太鼓の迫力がすごかった。
♪若い方のパワーをもらい気持ちが明るくなり
　ました。

[ 出演者から一言 ]

シャンソンはフランスの曲で、人生の喜びや悲しみを物語風

に歌います。魅惑の歌をどうぞお聴きください。

県民カレッジ対象

地域の絆を大切に！
　２月28日、神埼市中央公民館で自治公民館連絡協議
会による実績発表会を開催しました。
　今年度は「小津ヶ里」「原の町」「久保山」３地区の
公民館長による発表で、小津ヶ里は地区の主要行事や
家読、さらに夏祭りでは、子どもから高齢者までが参
加できるようなイベント等を取り入れていることを発表。
　原の町は、地区の主要行事、祇園祭、子ども神輿など、
やはり少子高齢化問題があるということを話されまし
た。また、久保山は伊福地区内行事、脊振神社での秋
祭りや護摩供養について発表されました。

　４月１日からいきいき大学生の申込受付を開始し
ます。いきいき大学は60歳以上の方の出会い、ふれ
あい、学びの場です。年間14回の講座が開かれ、各
方面のスペシャリストのお話を聞くことができます。

　パワーポイントや写真を用いたわかりやすい発表に、
出席者は熱心に聞き入っていました。質疑応答でも活
発に意見交換が行
われ、今後はさら
に地区のイベント
が盛り上がるので
はと期待されます。
　発表いただいた
皆さん、ありがと
うございました。

　講座には、豊かな心とスッキリした頭、丈夫な身
体を維持していく秘訣があります。400人の学びの
輪に、さあ、あなたも！
※講座日程は次頁をご覧ください。

60歳になったらいきいき大学に入ろう！

神埼市いきいき大学28年度生　募集開始

◆◇◆◇◆◇新人さんを募集している公民館サークルの紹介を５月号に掲載します。◆◇◆◇◆◇

パ
ー
フ
ェ
ク
ト
賞
の
46
人

▲

公民館だより
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　●受付9：30 ～　　●講義10：00 ～ 11：30　　（年間教材費　1,000円）　主催：神埼市教育委員会

開   校   日 テ      ー      マ 講    　　師 会　　　場

1 ４月28日（木）開校式
神埼市のこれまでとこれから

神埼市長
松本 茂幸 神埼市中央公民館

2 ５月26日（木）認知症予防につながる健口教室
中尾歯科医院　副院長
中尾 彰宏 はんぎーホール

3 ６月16日（木）昔ながらの自然療法
～お母さんの食と手当て～

佐賀自然に学ぶ会代表
下田 純子 神埼市中央公民館

4 ７月14日（木）さなぼり歌謡コンサート
ホット ファイブ

元クールファイブの５代目ヴォーカル
HOT FIVE の皆さん はんぎーホール

5 ８月４日（木）軽運動のススメ
～認知症予防のために～

佐賀大学医学部社会医学講座講師
西田 裕一郎 神埼市中央公民館

6 ８月25日（木）田代の置きぐすりとくすり博物館
中冨記念くすり博物館館長
斉田 勝　 はんぎーホール

7 ９月15日（木）花のあるくらし・秋
～寄せ植えの楽しみ方～

第一園芸代表取締役
田中 雄一郎　 神埼市中央公民館

8 10月６日（木）日帰りバス研修
　　　　　　　　　　　実費負担　参加者募集は８月

9 10月27日（木）吉田絃二郎と私
吉田絃二郎顕彰会会長
牟田 辰三 神埼市中央公民館

10 11月17日（木）神埼と邪馬台国
前旭学園理事長
高島 忠平 はんぎーホール

11 12月８日（木）生死を考える
円光寺住職
五十嵐 雄道 神埼市中央公民館

12 １月12日（木）笑う門にはもう福来てる
～笑って免疫力アップ～

佐賀笑いヨガクラブ代表
江島 清美 はんぎーホール

13 ２月２日（木）生涯元気でいきいきと
佐賀県レクリエーション協会理事
森 恵美 神埼市中央公民館

14 ２月23日（木）歌の力は無限大
閉校式

九州龍谷短期大学教授
水頭 順子 はんぎーホール

※講座は予告なく変更する場合があります。
　開校日はマイクロバスを運行し、送迎します。（無料、予約不要）�
◆神埼開校日�①便９：00脊振支所→仁比山神社下→小渕高速道路下→飯町バス停北→石井ヶ里ポスト→中
　央公民館　②便９：30千代田支所→本堀ＪＡスタンド南→中央公民館
◆千代田開校日�①便９：00脊振支所→（同じルート）→中央公民館→本堀ＪＡスタンド南→はんぎーホール�
　②便９：30中央公民館→本堀ＪＡスタンド南→はんぎーホール
★申し込み：年間教材費1,000円を添えて脊振公民館・神埼市中央公民館・千代田支所社会教育課窓口へ。当日の会
場受付でも手続きできます。

◎問い合わせ　神埼市中央公民館　　☎53-2325

いきいき大学
60歳からの学びの舎　受講生募集中!!平成28年度神埼市

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥平成28年度　いきいき大学入学申込書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 氏   名  電話

 神埼市　　　　　　町　　　　　　　　　  　　  番地　　　　　　地区名（　　　　　　　　　　）

☆初めて入学（はい・いいえ）☆マイクロバスを利用する（はい・いいえ）☆受付ボランティアができる（はい・いいえ）
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と　き 内　　　容 ところ

４月12日（火）  　
10：00 ～ 11：30

臨床心理士 池田先生と『悩みはんぶんこ』
子どものことでお悩みの方、どんな小さい事でもかまいません。
お話しませんか。（※秘密は守られます）

神埼市中央公民館
２階和室研修室３

４月19日（火）  　
10：30 ～ 14：30

ほっとサロン（ご都合のよい時間にどうぞ）
どなたでもお気軽にお越しください。時間のある方はおにぎり
持ってきて一緒に食べませんか。

神埼町保健センター
和室

※どなたでも参加は自由です。皆さんの参加をお待ちしています。
　詳細は「おむすび４月号」（脊振公民館、神埼市役所、千代田支所、保健センターなどに設置）をご覧ください。
◎問い合わせ　神埼市教育委員会　おむすびチーム　☎44-2731

地域と家庭と学校の子育て応援団

おむすびチームからのお知らせ

「正しく知ろう！ロコモティブシンドローム」
　春の陽気がポカポカと暖かく感
じられる季節となりました。冬の
間の運動不足が気になっている方
も多いのではないでしょうか。運
動器の障がいのために運動機能の

低下をきたした状態を、「ロコモティブシンドローム
（略称：ロコモ、和名：運動器症候群）」といいます。
　ロコモは筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった
運動器のいずれか、あるいは複数に障がいが起こり、

「立つ」「歩く」といった機能が低下している状態をい
います。進行すると日常生活にも支障が出てきます。
　ロコモの予防には、生活の中に運動習慣をとりい
れることが大切です。身体を動かすことは、ロコモ
予防になるほか、糖尿病や高血圧等の生活習慣病の
予防や気分転換にもなります。
　しかし、神埼市民の方を対象に行ったアンケート

の結果によると、運動習慣がある方は２割と低く、
運動していない理由として、多くの方が「時間に余
裕がない」とあげています。健康を維持するためには習
慣的に運動したり、日々の生活の中で身体活動を活発化
させたりすることが求められています。どのような運
動をとりいれるかは、年齢や健康状態などさまざまな
要因で異なり、個人差があります。自分に合った安全
な方法で、自宅でもできるストレッチなど続けられる
ことから始めてみましょう。
　いつまでも自分の足で歩き続けていく
ために、運動器を長持ちさせ、ロコモを
予防し、健康寿命を延ばしていくことが
大切です。

◎問い合わせ
　健康増進課　健康増進係　☎51-1234

神埼市子育て支援センターだより 申込締切日は開催日の3日前まで。（電話申込可）
予約多数の場合、お断りする場合があります。

＊ひだまりの会＊（対象：生後6 ヶ月からの未就園児）
＊４月のママサロン＊と　　き 対象年齢 内　　　容 ところ

４月

7日（木）
全年齢児

みんなで遊ぼう

千代田町保健センター
14日（木） おおきくなったかな
21日（木） 0,1歳児 スキンシップ遊び
28日（木） 全年齢児 こいのぼり作り

５月
12日（木）

全年齢児
お砂場で遊ぼう 脊振2000年館

19日（木） おはなしな～に 千代田町保健センター

と　き ところ
12日（火）

千代田町保健センター19日（火）

26日（火）

　子育て支援センタ－では、子育て支援、遊びの場の提供、育児相談などに取り組んでいます。子育てについ
て迷ったり悩んだりは誰にでもあります。電話や窓口などで受け付けています。どなたでも気軽にご相談、お
問い合わせください。
◎申込・問い合わせ　神埼市子育て支援センター（千代田町保健センター内）　☎44-4908

※いずれも10：00～11：30で開催。

※ひだまりの会の詳しい内容は市のホームページでご覧になれます。

21日（木）…０，１歳児さん
対象です。ママと一緒に身体
を動かしてリズム遊びをした
り、読み聞かせや
手遊びもします。
動きやすい服装で
来てください。

７日（木）…初めての人もそうじゃ
ない人もみんなで楽し
く遊びましょう。

14日（木）…身長体重の測定をし
ませんか？身長体重を記
入するかわいいカードも
作ってみましょう。

　ママサロンは、たくさんおもちゃが
あって、ママやお友達と自由に遊べる
場です。家では危険で「だめ！」が多
くなっているママ。ここは走り回って
も大丈夫です。
　お気に入りのおもちゃが見つかるか
な？同じ月齢のお友達が出来るかな？
０歳児の参加も増えて
きていますよ。気軽に
遊びに来てくださいね。

♪健康コラム♪

お間違えのないようご注意ください。
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こども健康カレンダー（４月１日～５月15日）
と　き 事業名 受付時間 ところ 対象者

４月

11日（月） あかちゃん広場 13：15～13：30
神埼町保健センター

１歳未満の乳児
12日（火） ことばの相談（要予約） 13：30～16：30 １歳～就学前の幼児
15日（金） すこやか子育て相談室 13：30～16：30 千代田町保健センター ０歳～就学前の乳幼児
18日（月） 乳幼児相談  ９：30～11：00 神埼町保健センター ０歳～就学前までの乳幼児

20日（水）
１歳６か月児健診（千代田地区） 13：00～13：30

千代田町保健センター
平成26年８月～９月生

フッ化物塗布（要予約） 12：40～13：00 １歳６か月健診後～４歳未満児

22日（金）
３歳児健診（神埼・脊振地区） 13：00～13：30

神埼町保健センター
平成24年７月～８月生

フッ化物塗布（要予約） 12：40～13：00 １歳６か月健診後～４歳未満児
25日（月） 乳幼児相談  ９：30～11：00 千代田町保健センター ０歳～就学前までの乳幼児
27日（水） ３～４か月児健診（神埼・脊振地区） 13：00～13：30

神埼町保健センター
平成27年12月～平成28年１月生

５月
９日（月） あかちゃん広場 13：15～13：30 １歳未満の乳児
10日（火） ことばの相談（要予約） 13：30～16：30 １歳～就学前の幼児

☆フッ化物塗布のご予約は、問い合わせ先までお願いし
ます。

　(1歳6か月児健診および3歳児健診では、希望者全員
に実施します)

◎問い合わせ　健康増進課　母子保健係
　　　　　　　（神埼町保健センター）　　☎51-1234
　　　　　　　（千代田町保健センター）　☎44-2021

※診療時間　午前９時から午後５時まで
月　日 　実　施　医　療　機　関　 　実　施　医　療　機　関　

４月３日

（日）

目達原整形外科
吉野ヶ里町吉田2900
☎52－3717（整外）

古賀内科
千代田町境原282－2
☎44－2311（内・小・胃）

４月10日

（日）

なかしま整形外科クリニック
神埼町本堀2934－25
☎51－1430（整外）

和田医院
千代田町嘉納1319－18
☎44－2046（内・小）

４月17日

（日）

くらとみ眼科医院
神埼町田道ヶ里2435－１
☎52－8841（眼）

中下医院
千代田町餘江128
☎44－2488（内）　

４月24日

（日）

ごんどう耳鼻咽喉科
神埼町田道ヶ里2226－1
☎55－7001（耳・アレ）

神埼クリニック
神埼町田道ヶ里2396
☎53－1818（内・胃・呼）

４月29日

（金・祝）

みつます耳鼻咽喉科
吉野ヶ里町吉田2906－1
☎53－8820（耳・アレ）

和田記念病院
神埼町尾崎3780
☎52－5521（内・胃・小）

５月１日

（日）

みねこ皮ふ科クリニック
吉野ヶ里町吉田2154－3
☎51－1655（皮・アレ）

たけうち小児科医院
神埼町本堀2707-2
☎52－2524（小）

５月３日

（火・祝）

ひらまつふれあいクリニック
吉野ヶ里町吉田2925－1
☎51-1110（内・胃）

山田こどもクリニック
神埼町田道ヶ里2394 ー 1
☎55－6566（小）

５月４日

（水・祝）

小森医院
吉野ヶ里町豆田1254－2
☎52－1136（小・内）

神埼病院
神埼町田道ヶ里2216－１
☎52－3145（外・整外・胃）

５月５日

（木・祝）

最所医院
吉野ヶ里町吉田826－3
☎52－2452（内・胃・呼）

橋本病院
神埼町本告牟田3005
☎52－2022（外・内・胃・整外）

５月８日

（日）

西谷クリニック
吉野ヶ里町大曲1507－1
☎52－3139（内）

福嶋内科医院
千代田町境原2496－3
☎44－2141（内・小）

日曜日の歯科診療
　（神埼地区歯科医師会も輪番制で担当しています）
　＜場所＞　佐賀市保健福祉会館（ほほえみ館内）
　＜診療時間＞　９：３０～１６：００
◎問い合わせ　　佐賀市休日歯科診療所　☎36－9164

神埼市神埼町志波屋3627
TEL 0952-53-1747
携帯 090-8836-5630

相談は、無料です。

行政書士

相続手続
土地や建物が亡くなった人の

名義になっている

遺言書
死んだら、家や土地の名義は
どうなるのだろう？

その他

（日本行政書士会登録番号 05410974）

建設業許可・産業廃棄物・
内容証明・車庫証明 等

ホームページ ゆずりは 神埼 検索 行政書士には守秘義務があります。お気軽にご連絡ください

有
料
広
告

日 曜 祝 日 在 宅 当 番 医
国民健康保険運営委員を

募集しています
　神埼市国民健康保険の運営などについて審議して

いただく方を募集しています。

○募集人員　２人

○応募資格

・市内在住で国民健康保険の被保険者の方

・年２回程度の運営協議会に出席できる方

○任期　

　平成28年６月１日～平成30年５月31日

○応募方法

　応募用紙に必要事項を記入の上、提出してください。

○応募用紙設置場所

　市民課窓口、市のホームページ

○応募締切日　４月22日（金）

◎申込・問い合わせ　

　市民課　国保医療係　☎37-0115
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● 

募　

集 

●

～
市
報
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

有
料
広
告
募
集
中
～ 

詳
し
く
は
、
神
埼
市
役
所　

総
務
課
（
☎
３
７
‐
０
０
８
８
）
ま
で

「
城
原
川
ハ
ン
ギ
ー
ま
つ
り
」　　

　
　
　
　
　

実
行
委
員

神
埼
市
友
好
姉
妹
都
市
交
流　

　

実
行
委
員
会（
仮
称
）
委
員

佐
賀
中
部
広
域
連
合　

嘱
託
職
員

神
埼
市
地
域
懇
談
会
委
員

老
人
ク
ラ
ブ
会
員（
60
歳
以
上
）

有
料
広
告

有
料
広
告

○
募
集
人
員
　
在
宅
職
員
２
～
３
人

○
業
務
内
容

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
業
務
。
訪

問
調
査
を
行
い
、調
査
票（
電
子
デ
ー

タ
で
提
出
）
を
作
成
。

○
雇
用
期
間

　

平
成
28
年
４
月
１
日
～

　
　
　

平
成
29
年
３
月
31
日

○
勤
務
形
態

　

通
常
は
出
勤
の
必
要
は
な
く
、
定

め
ら
れ
た
勤
務
時
間
も
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
毎
月
１
回
程
度
研
修

や
事
務
連
絡
の
た
め
出
勤
有
り
。（
社

会
保
険
な
し
）

　

な
お
、
採
用
後
は
採
用
日
か
ら
９

日
間
（
平
日
の
み
）
連
合
事
務
所
内

で
の
研
修
を
行
い
ま
す
。

○
報
酬

　

認
定
調
査
１
件　

５
，０
０
０
円

※
そ
の
他
手
当
な
し

○
応
募
資
格

　

保
健
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、

介
護
支
援
専
門
員
、
社
会
福
祉
士
、

介
護
福
祉
士
の
い
ず
れ
か
の
資
格
お

よ
び
普
通
自
動
車
運
転
免
許
保
持
者
。

　

車
で
の
対
象
者
訪
問
が
可
能
で
、

パ
ソ
コ
ン
が
実
務
レ
ベ
ル
で
使
用
で

き
る
方
。

○
応
募
方
法

　

夏
の
イ
ベ
ン
ト
を
一
緒
に
つ
く
り

ま
せ
ん
か
。
当
日
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

み
で
も
大
歓
迎
で
す
。

　

楽
し
み
な
が
ら
、
ま
つ
り
を
一
緒

に
盛
り
上
げ
ま
し
ょ
う
♪

　

内
容
は
ハ
ン
ギ
ー
ま
つ
り
企
画
、

運
営
な
ど
で
す
。

申
・
問

城
原
川
ハ
ン
ギ
ー
ま
つ
り
事

務
局
（
農
政
水
産
課
分
室
内
）

　

☎
４
４
‐
２
１
９
８

　

新
た
な
人
生
を
老
人
ク
ラ
ブ
活
動

に
力
を
注
い
で
み
ま
せ
ん
か
。
老
人

ク
ラ
ブ
で
は
、
生
き
が
い
、
仲
間
、

健
康
、
地
域
づ
く
り
を
基
本
理
念
に

様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

趣
味
、
芸
能
部
門
で
は
、
踊
り
や

囲
碁
な
ど
、
ス
ポ
ー
ツ
部
門
で
は

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
や
ゲ
ー
ト
ボ
ー

　

市
は
、
遭
難
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
冒

険
飛
行
家
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ピ
ー
氏

を
脊
振
村
民
が
救
出
し
た
こ
と
を

き
っ
か
け
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
共
和

国
ボ
ー
ク
ー
ル
市
と
友
好
姉
妹
都
市

の
提
携
を
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
救
出
か
ら
80
周
年
、
友
好

姉
妹
都
市
の
提
携
か
ら
20
周
年
を
迎

え
、
こ
れ
を
記
念
し
て
10
月
に
式
典

の
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
本
格

的
な
交
流
の
推
進
に
向
け
、
神
埼

市
友
好
姉
妹
都
市
交
流
実
行
委
員
会

（
仮
称
）
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

○
募
集
人
員　

10
人
程
度

○
委
員
の
任
期

　

２
年
（
任
命
の
日
か
ら
２
年
間
）

○
応
募
資
格

　

満
20
歳
以
上
の
神
埼
市
民

○
応
募
期
間　

　

４
月
28
日
（
木
）
ま
で

○
応
募
方
法

　

書
面
応
募
と
し
、
本
庁
企
画
課
に

備
え
付
け
、
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
掲
載
の
応
募
用
紙
に
記
入
し
て
提

出
。（
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
）

申

・
問

企
画
課　

企
画
係

　

☎
３
７
‐
０
１
０
２

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
５
２
‐
１
１
２
０

　

履
歴
書
（
顔
写
真
付
）、
職
務
経

歴
書
お
よ
び
資
格
を
証
明
す
る
書
類

（
写
し
）
を
郵
送
ま
た
は
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

○
応
募
締
切
　

　

５
月
10
日
（
火
）
必
着

○
選
考
方
法　

　

面
接
・
文
書
作
成
試
験

申
・
問

佐
賀
中
部
広
域
連
合
審
査
課

　

☎
４
０
‐
１
１
３
２

　

〒
８
４
０
‐
０
８
２
６

　

佐
賀
市
白
山
二
丁
目
１
番
12
号

　

地
域
の
振
興
と
市
の
一
体
的
な
発

展
の
推
進
を
図
る
た
め
、
意
見
交
換

を
行
う
場
と
し
て
、
神
埼
町
、
千
代

田
町
、
脊
振
町
の
区
域
ご
と
に
神
埼

市
地
域
懇
談
会
を
設
置
し
ま
す
。

○
募
集
期
間　

４
月
28
日（
木
）ま
で

○
応
募
人
員

　

各
町
の
区
域
ご
と
に
３
人

○
委
員
の
任
期　

２
年

○
応
募
資
格

　

満
18
歳
以
上
の
市
民
（
応
募
時
）。

た
だ
し
、
住
所
を
有
す
る
地
区
の
地

域
懇
談
会
へ
の
応
募
と
し
ま
す
。

○
応
募
方
法

　

応
募
用
紙
（
企
画
課
ま
た
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
に

記
入
し
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
Ｆ

Ａ
Ｘ
可
）

申

・
問

企
画
課　

企
画
係

　

☎
３
７
‐
０
１
０
２

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
５
２
‐
１
１
２
０
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● 

お
知
ら
せ 

●

● 
相　

談 

●

佐
賀
県
の
交
通
事
故
の
情
勢

発
達
障
害
者
専
門
相
談
窓
口

マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う

陸
上
自
衛
隊
目
達
原
駐
屯
地
創
立

62
周
年
・
九
州
補
給
処
64
周
年
行
事

神

埼

歩

こ

う

会

会

員

生
活
資
金
貸
付
制
度
の
ご
案
内

有
料
広
告

有
料
広
告

○
貸
付
対
象
者

・
神
埼
市
に
居
住
し
て
い
る
勤
労
者

の
方

・
世
帯
に
お
け
る
年
間
所
得
金
額
が

８
０
０
万
円
以
下
（
最
低
収
入
１

５
０
万
円
以
上
）
の
方

・
事
業
資
金
、
債
務
整
理
資
金
以
外

の
生
活
資
金
を
必
要
と
す
る
方

○
貸
付
条
件

・
貸
付
限
度
額　

３
０
０
万
円
以
内

・
貸
付
利
率　

��

年
２
・
０
％

・
貸
付
期
間　

�

10
年
以
内

※
労
働
金
庫
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
保
証
人
が
必
要
で
す
。

申
・
問

九
州
労
働
金
庫　

佐
賀
支
店

　

☎
３
２
‐
１
２
３
１

　
（
制
度
に
つ
い
て
）
商
工
観
光
課

　

商
工
観
光
係
☎
３
７
‐
０
１
０
７

　

佐
賀
県
は
、
人
口
10
万
人
当
た
り

の
人
身
交
通
事
故
が
４
年
連
続
全
国

ワ
ー
ス
ト
１
で
、
依
然
と
し
て
危
機

的
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

命
を
落
と
す
悲
惨
な
交
通
事
故
を

減
ら
す
た
め
、
運
転
す
る
際
は
安
全

確
認
の
徹
底
と
全
席
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

装
着
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

募集種目 受験資格 受付期間 試験日 試験場所
自衛官候補生

（男子）
18歳以上27歳未満の方

（学歴不問） 随時受付中 決定後お知らせします 目達原駐屯地

一般幹部候補生
（一般）

22歳以上26歳未満の方
（細部はお問い合わせください）

５月６日（金）まで

５月14日（土）
５月15日（日）

佐賀大学
（予定）一般幹部候補生

（歯科・薬剤）

20歳以上30歳未満の方
（薬剤：28歳未満の方）
（専門大学卒見込み含む）

５月14日（土）

◎問い合わせ　自衛隊佐賀地方協力本部　鳥栖地域事務所　☎0942-83-4077
　　　　　　　総務課　秘書広報係　☎37-0088自衛官説明会案内自衛官説明会案内自衛官説明会案内

平和を仕事にする

　

歩
こ
う
会
で
は
毎
月
１
回
市
内
外

を
８
～
10
㎞
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
健
康
維
持
の
た
め

に
、
一
緒
に
歩
き
ま
せ
ん
か
。
新
会

員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

○
年
会
費　

１
，５
０
０
円

　
　
　
　
（
傷
害
保
険
料
な
ど
）

※
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
時
に
受
付

○
と
き　

４
月
10
日
（
日
）

○
集
合
場
所　

神
埼
市
中
央
公
民
館

　

午
前
10
時
集
合

問

江
頭　

☎
５
２
‐
３
８
６
６

　

今
月
は
、
狂
犬
病
予
防
注
射
を
実

施
し
ま
す
の
で
、
犬
の
体
調
の
良
い

日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
日
程
は
、

市
報
か
ん
ざ
き
３
月
号
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
飼
い
犬
に
つ
い
て
の
苦
情

が
相
次
い
で
い
ま
す
。
散
歩
の
と
き

は
、必
ず
リ
ー
ド
に
繋
ぎ
ま
し
ょ
う
。

問

神
埼
警
察
署
☎
５
２
‐
２
１
１
４

〇
日
時　

４
月
16
日
（
土
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
３
時

〇
場
所　

　

陸
上
自
衛
隊
目
達
原
駐
屯
地

〇
行
事

　

祝
賀
式
典
、
観
閲
行
進
、
祝
賀
編

隊
飛
行
、
訓
練
展
示

※
そ
の
他
催
し
物
も
あ
り
ま
す
。

問

目
達
原
駐
屯
地
広
報
室

　

☎
５
２
‐
２
１
６
１

○
と
き　

４
月
25
日
（
月
）

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時
※
要
予
約

（
原
則
毎
月
第
４
月
曜
日
、１
回
50
分
）

○
と
こ
ろ　

神
埼
町
保
健
セ
ン
タ
ー

問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　

そ
れ
い
ゆ

　

☎
０
９
０
‐
６
２
９
６
‐
７
５
５
０

人口10万人あたりの人身交通事故発生
件数近隣県との比較 ※平成27年度中

ワース
ト順位 都道府県 発生件数

人 口10万 人
あたりの発生
件数

１ 佐賀県 8,561 1,025

15 長崎県 6,121 442

26 熊本県 6,641 370

※自衛隊説明会を開催します。○とき　５月８日（日）10：00 ～ 16：00　○ところ　神埼市中央公民館　
　【説明種目】自衛官採用全種目（自候生・曹候生・航空学生・防大・防医大（医学・看護）・高等工科）など　お気軽にご来場ください。

ふ
ん
は
放
置
せ
ず
、
飼
い
主
で
責
任

を
持
っ
て
回
収
し
ま
し
ょ
う
。

問

生
活
環
境
推
進
室　

生
活
環
境
係

　

☎
３
７
‐
０
１
１
２

ル
な
ど
楽
し
く
親
睦
を
深
め
て
い
ま

す
。他
に
も
旅
行
や
講
演
、音
楽
会
な

ど
楽
し
い
行
事
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　

今
ま
で
に
培
わ
れ
た
あ
な
た
の
知

識
、
能
力
を
お
貸
し
く
だ
さ
い
。
一

緒
に
健
康
寿
命
を
延
ば
し
ま
し
ょ
う
。

問

老
人
ク
ラ
ブ
事
務
局
（
高
齢
障
が

い
課
内
）
☎
３
７
‐
０
１
１
１
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くらしの相談（行政書士会　東部支部）

行政・人権相談

家庭児童相談・母子父子自立支援相談

もの忘れ相談室

いじめ・体罰・悩み等相談

いじめ・体罰等相談窓口

と　き ところ

４月
1日（金）

10：00～12：00

神埼市役所 １－１会議室
8日（金） 千代田支所 ２－３会議室

５月
6日（金） 神埼市役所 １－１会議室

13日（金） 千代田支所 ２－３会議室

○内容　遺言、相続、土地の境界、離婚、農地転用など

と　き ところ

４月
8日（金） 9：00～12：00 脊振支所 １号会議室

12日（火） 13：00～16：00 千代田支所 ２－３会議室
18日（月） 13：00～16：00 神埼市役所 ３－２会議室

５月
10日（火） 13：00～16：00 千代田支所 ２－３会議室
13日（金） 9：00～12：00 脊振支所 １号会議室
16日（月） 13：00～16：00 神埼市役所 ３－２会議室

○内容　国や県、市など行政機関の業務に関する苦情・要望
　　　　人権に関わる困りごとや心配ごとなど

◎問い合わせ　神埼市役所　総務課　　　　☎37-0088
　　　　　　　千代田支所　総合窓口課　　☎44-2111
　　　　　　　脊振支所　　総合窓口課　　☎59-2111

　家庭での子どもに関する悩み事、児童に関する問題、母子
父子家庭等・寡婦の方の自立支援のための相談など、お気軽
にご相談ください。
○と　き　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　　　　　 9：00 ～ 16：00
○ところ・問い合わせ
　神埼市役所　福祉課　☎37-0110

　神埼市内にお住まいの方で、もの忘れや認知症について不
安に思っている方・そのご家族など専門の医師が相談に応じ
ます。ただし、すでに専門医を受診されている方、もの忘れ
や認知症で治療されている方は除きます。
○と　き　４月20日（水）15：00 ～ 17：00
○ところ　神埼町保健センター
○定　員　３人（１人40分程度）
※予約が必要です（当日11：00まで受付）
◎予約・問い合わせ
　神埼市役所　高齢障がい課（おたっしゃ本舗神埼）　
　☎37-0111

　いじめや不登校・しつけなど、学校や家庭生活の中での心
配ごとや悩みごとなど、ひとりで悩まないで気軽にご相談く
ださい。秘密は厳守します。
○と　き　月・木曜日（祝日を除く） 8：30 ～ 17：15
○ところ　千代田支所　２－３会議室
◎相談専用電話　☎44-5622

　教育委員会では、いじめ・体罰等相談窓口を設置してい
ます。
○と　き　月～金（祝日を除く）8：30 ～ 17：15
○ところ　教育委員会　学校教育課
◎問い合わせ
　神埼市教育委員会　学校教育課　☎44-2384

司法書士無料相談

消費生活相談

中小企業向け出張金融相談

○と　き　４月21日(木）  10：00 ～ 12：00
○ところ　神埼市役所　１－１会議室
○定　員　４人（１人30分）　　※要予約
○受　付　４月18日（月）まで
◎問い合わせ
　総務課　秘書広報係　☎37-0088

　融資の申し込み、返済の見直しや経営課題解決の相談をお
受けしています。お気軽にご相談ください。
※相談無料
○とき　４月18日（月）　午前10時～午後３時
○ところ　神埼市商工会　本所　（☎52-7131）
◎申込・問い合わせ　佐賀信用保証協会　業務一課
　　　　　　　　　　☎24-4342

と　き　 ところ・問い合わせ
毎週火・金曜日

  9：00～12：00
13：00～15：00

神埼市役所  商工観光課  ☎37-0107

毎週木曜日 吉野ヶ里町（東脊振庁舎）☎37-0350

毎週月・水曜日 みやき町（三根庁舎）☎0942-96-5534

第２・４金曜日 上峰町役場　☎52-2181

毎　　日   9：00～17：00 佐賀県消費生活センター　☎24-0999

※消費生活相談窓口は広域連携をしていますので近隣市町でも相談可能です。

アバンセの女性総合相談
【法律相談】※要予約
女性の弁護士が相談をお受けします。
○と　き　４月２日（土）、21日（木）
　　　　　13：00 ～ 16：00

【こころの相談】※要予約
女性の臨床心理士が相談をお受けします。
○と　き　４月16日（土）　14：00～16：00
◎相談・問い合わせ
　アバンセ女性総合相談　☎26-0018

身体障がい者相談

心配ごと相談（社会福祉協議会）
　何か困っていること、思い悩んでいることなどありません
か？日常生活や健康、経済面などさまざまな心配ごとに関す
る相談を受け付けています。

と　　き ところ
４月14日（木）

10：00～12：00
脊振町高齢者生活福祉センター

４月21日（木） 神埼町保健センター
千代田町福祉センター

◎問い合わせ　神埼市社会福祉協議会本所　☎59-2227

と　　き ところ

４月12日（火）10：00～12：00 千代田町福祉センター
14：00～16：00 神埼町保健センター

◎問い合わせ　神埼市役所　高齢障がい課　☎37-0111



　

３
月
20
日
、
神
埼
市
中
央
公
民
館
で
「
神

埼
市
市
制
施
行
10
周
年
記
念
式
典
」
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。春
の
暖
か
な
陽
気
に
包
ま
れ
、

10
周
年
を
祝
う
べ
く
多
く
の
人
が
参
加
さ
れ

ま
し
た
。

　

式
典
で
は
、
功
労
者
表
彰
や
神
埼
市
合
併

10
周
年
記
念
表
彰
、
市
内
小
学
４
年
生
に
よ

る
「
Ｍ
Ｙ 

Ｄ
Ｅ
Ａ
Ｒ 

神
埼
」
の
合
唱
な
ど

が
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
場
は
、
約
７
０
０
人
の
来
場
者
で
ほ
ぼ

満
席
と
な
り
、
多
く
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
、

市
の
発
展
に
向
け
て
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出

し
ま
し
た
。

神
埼
市

　
市
制
施
行
10
周
年
記
念
式
典

▲受賞者の皆さん
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▲市の発展を祈念し、
　参加者全員で万歳三唱

▲

記
念
講
演
講
師

　

鵜
池
保
介
氏
（
30
代
木
村
庄
之
助
） ◆市政功労者表彰受賞者（敬称略）

【地方自治】
・山﨑 瑞男（神埼町一丁目）
・西　　 晃（神埼町戸井土）
・北御門 勇（神埼町本告牟田）

【社会福祉】
・　淵 幸雄（神埼町本堀）
・中島 敏彦（神埼町城原）
・髙栁 陽子（神埼町本堀）

【教育・文化・スポーツ】
・一番ヶ瀬 道雄（神埼町右原）
・津上 フミヨ（脊振町久保山）
・広滝 太（脊振町広滝下）
◆神埼市合併10周年記念表彰受賞者（敬称略）

【功労表彰】
・神埼市和菱組合　　
・神埼市菓子組合
・大和酒造株式会社　
・西九州大学菱プロジェクト

【知名度向上表彰】
・神埼清明高等学校男子新体操部
・神埼高等学校カヌー部
◆神埼市オリジナルナンバープレート

入賞者（敬称略）
【最優秀作品】　原 康博
【優秀作品】
・古賀 真純　　・高垣 愛里子
・剣菱 那菜　　・真武 文浩
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行政トピックス

 FOOD TABLE in JAPAN2016 で神埼市をＰＲ！

胃がんを撲滅するために 日清医療食品(株)と立地協定締結

　２月10日から12日の３日間、東京ビックサイト
で「FOOD TABLE in JAPAN 2016」が開催されま
した。
　佐賀県のブースには、市内から(有)井上製麺、万
両味噌醤油醸造元、大串製菓店、伊之助製麺(株)、(株)
大橋が出展。佐賀県、そして神埼市の食のＰＲを行
いました。
　「FOOD TABLE in JAPAN 2016」とは、小売・
中食・外食業界の垣根を越えた商談展示会であ
り、食にまつわる５つの専門展（第50回スーパー
マーケット・トレードショー、オーガニックEXPO 
2016 together with BIOFACH JAPAN、 第11回
こだわり食品フェア2016、デリカテッセン・ト
レードショー 2016、外食
FOOD TABLE 2016）を合
同で開催しているもの。そ
れぞれの業種・業態の来場
者・出展者が相互に情報交
換でき、新たなイノベーショ
ンを創出し、日本の食産業
の発展に貢献することを目
的に開催されています。

　３月７日、佐賀県から胃がんを撲滅するために、
公明党佐賀県本部から「ピロリ菌検査の実施および
その助成」を求める署名が松本市長に手渡されまし
た。
　胃がんは毎年約11万人が発見され、約５万人が
亡くなっています。胃がんの主な原因は「ヘリコバ
クター・ピロリ菌」の感染です。ピロリ菌を早期に
発見し、除菌をすることで胃がんの発症リスクを減
らすことができます。
　佐賀県は、平成26年度の75歳未満の人口10万
人当たりの胃がん死亡率は全国ワースト２位。今後、
市でも胃がん撲滅のためにピロリ菌検査等の実施に
ついて検討します。

　医療・介護福祉施設への給食サービスを全国展開
している日清医療食品(株)が、平成22年から神埼
町城原で開設している「ヘルスケアフードサービス
センター九州」の設備を増設することが決まり、２
月12日、神埼市役所で立地協定調印式を行いました。
　今回の設備増設は、介護食ニーズの高まりや多様
化に対応し、九州エリアでの更なる事業拡大を目的
に行われたものです。
　調印式に出席した安藤光二同社代表取締役会長兼
社長は、「ヘルスケアフードサービスセンター九州
は、今後、介護食ニーズに応える重要な拠点となる
ので、神埼市の皆さんに働いていただき、当社の大
きな力となっていただきたい」と話されました。
◎問い合わせ　商工観光課　企業立地・支援１係
　　　　　　　☎37-0107

　全国各地の特産品が、各都道府県の特色を活かし、
工夫を凝らした見せ方で展示されているのが目を引
きました。
　会場には全国のバイヤーや、全国の特産品を楽し
もうという一般の方々で混雑の様相を見せ、開催期
間の３日間で９万人を超える人が来場されました。
佐賀県の展示ブースも多くの人で賑わい、県、市の
特産品を全国にＰＲしました。

◎問い合わせ　政策推進室　政策推進係
　　　　　　　☎37-0121
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シ
リ
ー
ズ 

26

シ
リ
ー
ズ
26

　

神
埼
市
内
に
は
同
じ
趣
味
を
持
つ
人
た
ち
が
集
ま
り
、
技
術
の
向
上
や

交
流
の
輪
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
サ
ー
ク
ル
が
多
数
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
「
手
軽
に
気
軽
に
和
の
音
色
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
サ
ー

ク
ル
の
仲
間
と
文ぶ
ん

化か

箏こ
と

（
ミ
ニ
箏
）
を
奏
で
、
あ
わ
せ
て
コ
ン
サ
ー
ト
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
「
箏そ
う

遊ゆ

会か
い

」
を
紹
介
し
ま
す
。

　

文
化
箏
は
、
誰
で
も
何
処
で
で
も
手

軽
に
和
の
音
色
を
楽
し
め
る
よ
う
に

と
、
箏
を
ベ
ー
ス
に
約
半
分
の
大
き
さ

に
作
ら
れ
て
お
り
、
持
ち
運
び
や
取
り

扱
い
が
容
易
で
、
学
校
で
も
音
楽
教
育

に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
サ
ー
ク
ル
は
、
平
成
26
年
に
神

埼
市
中
央
公
民
館
が
主
催
し
た
﹁
つ
ま

み
ぐ
い
講
座
﹂
の
受
講
生
か
ら
講
座
終

了
後
も
引
き
続
き
学
び
た
い
と
の
声
が

あ
り
、
会
員
６
人
が
山
田
桂
子
さ
ん
の

指
導
を
受
け
て
い
ま
す
。
現
在
は
﹁
さ

く
ら
﹂﹁
荒
城
の
月
﹂﹁
故ふ
る

郷さ
と

﹂﹁
コ
ン
ド

ル
は
飛
ん
で
い
く
﹂
な
ど
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
が
、
練
習
を
積
む
こ
と
で
、

民
謡
、
歌
謡
曲
、
ポ
ッ
プ
ス
、
ク
ラ
シ
ッ

ク
な
ど
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
曲
を
演
奏

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
楽
譜
は
横
書

き
の
数
字
と
一
部
が
漢
字
で
書
か
れ
て

お
り
、
誰
で
も
容
易
に
演
奏
で
き
ま
す
。

山
田
さ
ん
は
、
自
ら
が
演
奏
し
て
ポ
イ

ン
ト
と
な
る
個
所
を
具
体
的
に
説
明
し

な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
員
に
応
じ
て

指
導
を
進
め
ま
す
。

　

サ
ー
ク
ル
は
、中
央
公
民
館
で
の
﹁
土

曜
の
夜
の
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
タ
イ
ム
﹂
に

昨
年
出
演
し
た
ほ
か
、
佐
賀
県
邦
楽
芸
能

祭
や
地
域
で
の
文
化
祭・音
楽
祭
に
参
加
。

保
育
園
や
幼
稚
園
、
医
療
施
設
訪
問
な
ど

の
活
動
も
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
東
北
応

援
ツ
ア
ー
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
海
外
へ

の
演
奏
旅
行
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

文
化
箏
に
つ
い
て
会
員
の
思
い
は
、

﹁
箏
の
音
色
を
楽
し
み
た
い
﹂﹁
色
々
な

曲
を
演
奏
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
﹂

﹁
上
手
に
演
奏
で
き
た
時
は
嬉
し
い
﹂

な
ど
、
向
上
心
と
充
実
感
を
求
め
る
姿

が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

山
田
さ
ん
は
文
化
箏
の
音
色
の
す
ば

ら
し
さ
を
、
も
っ
と
多
く
の
人
に
知
っ

て
欲
し
い
と
、
会
員
を
募
っ
て
い
ま
す
。

箏
遊
会　

神
埼
教
室

◎問い合わせ

　山田　桂子さん
　☎090-2856-6844

司法書士　すえなが総合事務所

その他気軽にご相談下さい（相談室あります）

火曜日は午後８時まで営業しています　末永博義

時間外についても、電話予約可
（サピエより南に１００ｍ）

営業時間：午前８時～午後６時　☎５２-２０７９

相続・売買・贈与・成年後見
多重債務・会社設立変更

◆初心者の方：ゆっくり・しっかり・楽しく♪ 3カ月以上継続します
　月額 12,000円（週1回×4）、テキスト&オリジナル問題使用

◆経験者の方：わからないところだけ、学びたいところだけ1回からOK
　初回10,000円 2回目以降5,000円　全て税別・1レッスン2時間

上峰町坊所3231－1－1－201 上峰中から300ｍ 駐車場完備

予約制　まずお電話を！担当：飯田恵子

土・日・祝も営業
（不定休）
入会金無料0952－52－8110

パソコン個別指導　生徒さん募集

ケイアンドジェイぱそこん教室

随　時
入会可

有
料
広
告

有
料
広
告
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�

文
芸
コ
ー
ナ
ー

俳
句　
〈
ひ
し
の
実
会
〉

一
山
を
越
え
て
雪
原
裏
日
本

�

藤
山��

初
次

雪
折
れ
の
南
天
の
枝
母
存な

さ
ず

�

牟
田
口
則
子

梅
真
白
項う

な
じ

の
白
き
君
が
好
き

�

香
月
富
士
雄

引
揚
の
思
ひ
出
の
碑
や
春
シ
ョ
ー
ル

�

松
本��

都
子

し
だ
れ
桜
妖
精
た
ち
の
舞
踏
会

�

田
原
ひ
よ
子

煮
凝
り
の
鍋
の
中
な
る
山
河
か
な

�

畑
石　

勝
子

一
人
住
む
庭
に
メ
ジ
ロ
二
羽
遊
び
来

�

井
上　

豊
美

も
も
色
の
花
弁
を
濡
ら
す
忘
れ
雪

�

牟
田　

鶴
美

川
柳　
〈
あ
お
ば
会
〉

輪
の
中
に
は
い
れ
ず
心
痛
め
て
る

�

森
崎　

寛
次

待
ち
時
間
作
句
の
と
き
と
決
め
て
ま
す

�

若
菜　

花
子

指
輪
で
も
買
っ
て
や
り
た
い
こ
の
指
に

�

吉
村　

民
子

宅
急
便
父
か
ら
届
く
旬
の
物

�
田
中　

雅
代

ま
っ
す
ぐ
に
生
き
て
き
た
の
に
腰
曲
が
る

�

眞
島　

壽
子

怪
我
を
し
て
わ
か
る
大
事
な
十
の
指

�

佐
藤
久
仁
子

い
き
甲
斐
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
る
予
定
表

�

眞
島　

永
治

定
年
し
時
間
ゆ
っ
く
り
ま
わ
り
ま
す

�

古
川　

妙
子

一
万
歩
頭
の
中
は
五
七
五

�

柳
郷　

勝
吉

短
歌
〈
神
埼
短
歌
会
〉

曾
孫
の
名
漢
字
並
び
て
ク
イ
ズ
め
く

ル
ビ
振
り
あ
れ
ど
性
別
不
明

�

城
島　

孝
子

け
さ
の
冷
え
亡
母
の
上う

わ

衣ぎ

を
か
け
て
ま
す

じ
ん
わ
り
滲
む
こ
の
あ
た
た
か
さ　

�

坂
井　

栄
子

ま
た
一
人
友
が
逝
き
た
り
降
り
や
ま
ぬ

声
な
き
声
の
雨
の
か
ぼ
そ
さ

�

中
原　
　

幸

初
詣
で
鳥
居
に
石
の
せ
運
試
し

晴
着
姿
の
若
き
二
人
は

�

田
中　

と
代

一
群
の
鴨
の
泳
げ
る
川
の
面
に

暮
れ
早
き
冬
の
夕
闇
せ
ま
る

�

前
山
ツ
タ
エ

霧
煙
る
連
山
は
ろ
け
し
麦
生
田
の

葉
先
に
光
る
銀
の
玉た

ま

露つ
ゆ

�

納
富　

茂
子

〈
千
代
田
〉

祖
父
母
ら
の
在
り
し
日
偲
び
お
供
へ
の

リ
ン
ゴ
を
夫
と
ふ
た
り
分
け
合
ふ

�

石
田
千
津
代

給
食
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り

　

～
行
事
給
食
を
行
っ
て
い
ま
す
～

◎
問
い
合
わ
せ　

学
校
給
食
共
同
調
理
場　

☎
５
１
‐
４
０
０
８

　

学
校
給
食
共
同
調
理
場
で
は
、

市
内
の
全
小
中
学
校
に
毎
日
給
食

を
届
け
て
い
ま
す
。

　

給
食
の
献
立
は
、
２
人
の
栄
養

教
諭
の
先
生
が
、
毎
日
交
代
で
子

ど
も
た
ち
に
数
多
く
の
食
材
を
お

い
し
く
食
べ
て
も
ら
う
よ
う
、
工

夫
を
凝
ら
し
て
立
て
て
い
ま
す
。

　

学
校
給
食
は
、
栄
養
摂
取
は
も

ち
ろ
ん
で
す
が
、
食
を
と
お
し
て

命
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
り
、
生
産
者
の
苦
労
を

知
っ
た
り
、
地
元
の
産
物
や
郷

土
料
理
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
に

も
、
そ
の
目
的
が
あ
る
と
考
え
ま

す
。
今
は
「
食
育
」
と
い
う
言
葉

が
よ
く
使
わ
れ
る
の
で
、
皆
さ
ん

も
一
度
は
耳
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

共
同
調
理
場
で
は
、
子
ど
も
た

ち
に
こ
う
し
た
地
元
産
品
や
伝
統

料
理
、
行
事
を
知
っ
て
も
ら
う
た

め
に
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
給
食
の
献

立
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　

一
学
期
の
例
で
紹
介
す
る
と
、

４
月
は
入
学
の
時
期
で
す
の
で
、

お
祝
い
の
給
食
と
し
て
調
理
場
で

も
赤
飯
を
炊
き
ま
す
。お
か
ず
は
、

鯛
の
塩
焼
き
、
紅
白
な
ま
す
、
す

ま
し
汁
、
牛
乳
で
す
。

　

ま
た
、
５
月
に
は
子
ど
も
の
日

の
給
食
、６
月
は
虫
歯
予
防
デ
ー
、

７
月
は
七
夕
や
土
用
の
丑
の
日
な

ど
そ
の
と
き
ど
き
に
応
じ
た
給
食

を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
他
に
も
、
毎
月
「
か
ん
ざ

き
食
の
日
」
と
し
て
、
高
菜
漬
け

や
そ
う
め
ん
な
ど
を
活
用
し
た
献

立
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
神
埼
市

の
新
し
い
特
産
品
と
し
て
注
目
を

集
め
て
い
る
「
ひ
し
ぼ
う
ろ
」
が

登
場
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
毎
月
１
回
「
８
」
が

つ
く
日
の
い
づ
れ
か
に
、「
８
」

＝
「
歯
」
つ
な
が
り
で
「
か
む
か

む
の
日
」
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち

が
日
ご
ろ
食
べ
る
機
会
の
少
な

い
、
噛
み
ご
た
え
の
あ
る
食
材
を

使
用
し
た
給
食
を
提
供
し
、
歯
と

歯
茎
の
健
康
を
考
え
る
日
も
設
け

て
い
ま
す
。

　

調
理
場
で
は
、
こ
う
し
た
行
事

給
食
の
日
だ
け
で
な
く
、
随
時
試

食
や
見
学
を
大
歓
迎
し
て
い
ま

す
。
な
お
、試
食
に
あ
た
っ
て
は
、

予
約
が
必
要
で
す
の
で
、
ま
ず
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
試
食
時
間　

午
前
11
時
30
分
以
降

○
試
食
代
金　

２
５
０
円

夜の市長室 どんなことでも構いません。皆さまの声をお聞かせください！

◎問い合わせ　総務課　秘書広報係　☎37-0088

　○今後の予定
と　き ところ

４月５日（火） 18：00 ～　
　　20：00

神埼市役所
５月２日（月） 千代田支所

※当日は来庁順で受け付けを行います（１組30分程度）。
※お住まいの地区に関係なくお越しいただけます。
※５月は日程が不規則になっています。

３月分の脊振支所開催分には、３組３人が来庁されました。
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